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一　

は
じ
め
に

二　

そ
も
そ
も
《
近
代
》
と
は
？

　

㈠　

歴
史
の
展
開

―
《
再
帰
性
﹇reflexivity

﹈》
の
永
続

―

　

㈡ 　

ク
ォ
ー
タ
制
導
入
違
憲
判
決
か
ら
見
え
て
く
る
《
近
代
》

―
一

に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
の
《
終
焉
》or《
展
開
》

―

三　

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け
る
市
民
（
権
）
の
概
念
枠
組
み

　

㈠　

市
民
権
概
念
の
困
難
性

　

㈡　

市
民
権
の
含
意

―
市
民
権
が
語
ら
れ
る
三
類
型

―

　

㈢　
《
特
権
的
側
面
と
し
て
のCitoyenneté

》
の
類
型

四 　

近
代
成
立
期
のCitoyen-Citoyenneté

と
は
？

―
革
命
期
憲
法

諸
規
定
に
お
け
るCitoyen

概
念
の
三
類
型

―

　

㈠ 　
《
一
七
八
九
年
人
と
市
民
の
諸
権
利
宣
言
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

　

㈡ 　
《
一
七
九
一
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

―
フ
イ
ヤ
ン

派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

　

㈢ 　
《
一
七
九
三
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

―
ジ
ャ
コ
バ

ン
派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

　

㈣ 　
《
共
和
暦
三
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

―
ジ
ロ
ン
ド

派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

五　

結
び
に
か
え
て

 

上

田

将

由

現
代
憲
法
論
に
お
け
る
市
民
権
の
可
能
性

―
《
市
民
権
＝
選
挙
権
》
構
図
再
考

―
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一　

は
じ
め
に

　

昨
年
（
二
〇
一
八
年
）
は
、
わ
が
国
が
《
近
代
》
と
い
う
時
代
を
迎
え
一
五
〇
年
の
節
目
の
年
で
あ（
1
）る。
ま
た
憲
法
学
に
と
っ
て
も
今

年
（
二
〇
一
九
年
）
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
一
八
八
九
年
に
公
布
さ
れ
て
一
三
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
。
わ
が
国
が
欧
米
の
よ
う
に
革

命
を
経
ず
し
て
《
近
代
》
を
歩
み
始
め
た
の
は
、
明
治
維
新
期
の
思
想
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
当
時
の
思
想
的
核
心
を
提
起
し
た
福

沢
諭
吉
は
、
従
来
の
儒
教
的
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
打
破
を
訴
え
、《
個
人
》
の
確
立
を
《
近
代
》
の
核
心
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
っ

た（
2
）。
我
々
は
展
開
期
（
現
代
）
の
時
代
・
社
会
に
生
き
て
い（
3
）る。
民
法
に
お
け
る
成
人
年
齢
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
一
三
日
参
議
院
本
会

議
で
可
決
さ
れ
一
八
七
六
年
の
制
定
以
来
一
四
二
年
ぶ
り
の
成
人
年
齢
の
改
正
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ（
4
）た。
当
該
成
人
年
齢
変
更
の
直
接

的
契
機
と
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
に
成
立
し
た
国
民
投
票
法
が
投
票
権
者
を
一
八
歳
以
上
と
規
定
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
国
内
的
事
情
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
的
視
点
か
ら
す
る
と
二
〇
歳
か
ら
を
成
人
と
す
る
国
が
少
な
い
こ
と
、
ま
た
わ
が
国
も

批
准
す
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
﹇U

nited N
ations Convention on the Rights of the Child

﹈
に
お
い
て
も
一
八
歳
未
満
を
児
童
と

し
て
お（
5
）り、
当
該
国
際
法
と
の
ズ
レ
を
埋
め
る
改
正
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
な
展
開
を
迎
え
て
い
る
の
は
年
齢
と
い
う
全
生
命
に
共
通
し
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
と
い
う
特
殊
社
会
的
（
ポ
リ
ス
的
）
動（
6
）物に
固
有
な
要
素
も
展
開
を
迎
え
て
い
る
。
つ
ま
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
固
定
化
、
性
別
二
元
論

へ
の
疑
義
の
眼
差
し
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
後
者
に
関
し
て
は
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
）
に
関
す
る
権
利
保
障
が
進
ん
だ

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
五
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
）
7
（
所
で
《
婚
姻
》
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
お
よ
び
市
民
権

0

0

0

条
項 

﹇Citizenship clause

﹈ 

と
呼
ば
れ
る
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
で
、
同
性
間
に
も
婚
姻
は
保
障
さ
れ
る
と
判
示
し
た
こ
と
で
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
権
利
に
関
す
る
社
会
認
識
が
生
じ
た
の
で
あ（
8
）る。

ま
た
国
内
的
に
も
同
年
、
渋
谷
区
が
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
認
め
る
条
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例
（
渋
谷
区
男
女
及
び
多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
を
促
進
す
る
条
例
）
を
成
立
さ
せ
た
こ（
9
）とを
皮
切
り
に
二
〇
一
九
年
段
階
で
は
一
一
の
自
治

体
で
同
性
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
が
成
立
も
し
く
は
施
行
予
定
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
は
広
が
る
傾
向
に
あ
）
10
（

る
。
こ
の
よ
う
な
展
開

は
、
条
例
制
定
と
い
う
地
方
自
治
体
及
び
政
治
領
域
に
関
す
る
こ
と
の
み
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
二
〇
一
九
年
二
月
一
四
日
に
平

等
原
則
違
反
を
理
由
と
し
た
婚
姻
の
承
認
に
向
け
て
、
全
国
四
地
裁
で
一
三
組
が
憲
法
訴
訟
を
提
起
し
て
い
）
11
（
る
こ
と
か
ら
も
、
憲
法
学
に

と
っ
て
も
射
程
が
及
ぶ
展
開
事
象
で
あ
ろ
う
。

　

前
者
に
関
し
て
は
、

―
本
稿
で
主
要
な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る

―
女
性
の
政
治
参
加
に
関
す
る
展
開
が
挙
げ
ら
れ
る
。
わ
が
国

は
女
性
政
治
家
の
比
率
が
二
〇
一
七
年
衆
議
院
選
挙
時
点
で
一
七
・
七
％
と
非
常
に
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
八
年

五
月
一
六
日
に
議
員
立
法
の
全
会
一
致
で
女
性
の
政
治
参
加
を
促
進
す
る
《
政
治
分
野
に
お
け
る
男
女
参
画
促
進
法
》
が
成
立
し
）
12
（
た
。
当

該
規
定
は
以
下
確
認
す
る
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
パ
リ
テ
法
の
よ
う
に
、
各
党
に
一
方
の
性
が
過
半
数
を
超
え
な
い
よ
う
義
務
付
け
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
、
各
党
に
目
標
を
設
定
す
る
よ
う
努
力
を
促
す
理
念
法

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
法
の
誘
因
を
引
き
起
こ
す

認
識
論
的
展
開
は
性
別
役
割
分
業
を
根
底
と
し
て
い
た
《
近
代
》
の
展
開
と
し
て
も
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
当
該
《
近
代
》
の
展
開
を
観
察
す
るKey

概
念
と
し
て
市
民
権
﹇Citoyenneté

﹈
を
援
用
す
る
。
当
概
念
は
、
日
常
的
な

用
法
と
し
て
《
都
市
の
住
人
》
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
13
（

く
、
本
来
的
な
意
味

―
つ
ま
り
、
近
代
国
民
国
家
に
お
け

る
個
人
﹇individu

﹈
の
構
成
要
素
と
し
て
のCitoyen
―
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
文
脈
、
も
し
く
は
そ
の
特
殊
性

を
所
与
と
し
て
受
け
入
れ
た
わ
が
国
憲
法
学
的
文
脈
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
え
て
本
稿
に
お
い
て
は
“Citoyen

”

“Citoyenneté

”と
い
う
語
を
原
語
の
ま
ま
用
い
）
14
（

る
。
そ
も
そ
も
、
中
江
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
『
市
民
政
府
二
論
』
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た

際
に
は
、
“Citoyen

”と
い
う
タ
ー
ム
の
多
義
性
を
反
映
し
た
形
で
、《
士
》《
士
民
》《
国
の
人
》《
自
治
の
都
府
民
》《
国
ノ
人
》《（
形
容

詞
と
し
て
）
愛
国
ノ
》
な
ど
各
々
の
文
脈
に
沿
っ
た
形
で
翻
訳
を
行
っ
て
お
）
15
（

り
、
日
本
語
化
す
る
場
合
に
は
一
つ
の
語
で
は
言
い
表
せ
な

い
複
雑
性
を
有
す
る
。
ま
た
、
当
該
概
念
は
、
法
的
発
祥
の
地
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
も
文
脈
的
・
歴
史
的
・
社
会
的
要
因
に
よ
り
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多
様
な
意
味
内
容
を
与
え
ら
）
16
（
れ
、
“Citoyen

”概
念
そ
の
も
の
が
、
捉
え
よ
う
の
な
い
姿
﹇figure insaissable

﹈
を
有
し
、
法
的
概
念
で
あ

る
は
ず
の
“Citoyenneté

”が
流
動
的
法
観
念
﹇concept juridique flou

﹈、
も
し
く
は
法
的
に
発
見
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

﹇devenue, juridiquem
ent, introuvable

﹈
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
17
（
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
《
近
代
》
の
展
開
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
“Citoyen

”及
び
“Citoyenneté

”概
念
の
公
法
学
上
の
考
察
を
行
う
に
あ

た
り
、
第
一
に
そ
も
そ
も
本
稿
に
お
い
て
《
展
開
》
を
観
測
す
る
主
軸
で
あ
る
《
近
代
》
と
は
ど
の
よ
う
な
時
間
区
分
で
あ
り
、《
現

代
》
を
生
き
て
い
る
我
々
も
ま
た
《
近
代
》
に
継
続
し
て
生
き
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
法
的
展
開
が
観
察
さ
れ
《
近
代
》
の
特
徴
で
あ
る

と
言
わ
れ
た
《
一
に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
》
の
揺
ら
ぎ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
）
18
（

る
、
ク
ォ
ー
タ
制
導
入
に
関
す
る
違
憲
判
決
を
基
に
第

五
共
和
制
憲
法
の
裁
判
権
﹇Pouvoir juridictionnel

﹈（
＝
憲
法
院
）
で
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
第
二

に
、
当
該
概
念
が
ど
の
よ
う
に
憲
法
学
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
言
論
空
間
で
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
概
念
概
要
を
確
認

す
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
世
界
史
的
に
《
近
代
》
の
発
端
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
、
市
民
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
成
立

過
程
に
お
い
て
、Citoyen

と
い
う
概
念
が
い
か
な
る
変
遷
を
伴
っ
た
か
を
確
認
す
る
。

二　

そ
も
そ
も
《
近
代
》
と
は
？

㈠　

歴
史
の
展
開

―
《
再
帰
性
﹇reflexivity

﹈》
の
永
続

―

　

我
々
が
生
き
て
い
る
《
近
代
》
と
は
い
か
な
る
時
代
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
以
下
確
認
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
Ａ
．
ギ
デ

ン
ズ
﹇Anthony G

iddens

﹈
の
《
近
代
論
》
を
ベ
ー
ス
と
し
、
彼
が
提
起
す
る
再
帰
的
近
代
﹇reflexive m

odernity

﹈
論
を
確
認
す
る
。
ギ

デ
ン
ズ
に
と
っ
て
《
近
代
﹇M

odernity

﹈》
と
は
、
一
七
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
出
現
し
、
そ
の
後
世
界
中
に
影
響
が
及
ん
で
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い
っ
た
生
活
様
式
で
あ
る
と
い
）
19
（
う
。
一
方
で
、
ポ
ス
ト
近
代

―G
iddens

は
ポ
ス
ト
近
代
の
論
客
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
哲
学
者

Lyotard

を
参
照

―
と
い
う
言
説
は
、
当
該
《
近
代
》
が
提
起
し
て
い
た
メ
タ
物
語
へ
の
懐
疑
の
姿
勢
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
絶
対
的
知

の
独
占
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
組
織
に
つ
い
て
の
体
系
的
認
識
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
方
向
感
覚
の
喪
失
や
、
世
界
の
統
一
的
把
握

が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
蔓
延
が
現
代
社
会
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
）
20
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
デ
ン
ズ
が
提
起
す
る
近

代
論

―
再
帰
的
近
代
論

―
と
は
、

―
従
来
の
ポ
ス
ト
近
代
論
者
と
は
異
な
り

―
近
代
と
ポ
ス
ト
近
代
を
切
断
す
る
も
の
で
は
な

く
、《
近
代
》
が
も
た
ら
し
た
帰
結
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
徹
底
化
し
、
普
遍
化
し
て
い
く
と
い
う
時
代
に
突
）
21
（
入
し
て
い
く
も
の
と
し
て
位

置
付
け
る
の
で
あ
）
22
（

る
。
そ
し
て
当
該
近
代
の
普
遍
化
の
過
程
と
し
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
近
代
の
《
再
帰
性
﹇reflexivity

﹈》
と
い

う
概
念
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
該
《
再
帰
性
》
と
い
う
営
み
は
、
突
如
《
近
代
》
に
始
ま
っ
た
営
み
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ

る
。
前
近
代
社
会
に
お
い
て
も
当
該
営
み
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
《
再
帰
性
》
は
《
伝
統
》
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
行
為
の

再
帰
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
﹇reflexive m

onitoring of action

﹈
を
共
同
体
の
時
空
間
組
織
に
結
び
付
け
て
い
く
様
式
で
あ
っ
）
23
（
た
。
し
か
し
な

が
ら
前
近
代
の
《
再
帰
性
》
は
《
伝
統
》
の
再
解
釈
と
明
確
化
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、《
未
来
》
と
い
う
よ
り
《
過
去
》
の
側
に

比
重
が
置
か
れ
て
い
た
。
特
に
習
字
能
力
が
限
ら
れ
て
い
た
前
近
代
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
で
確
立
さ
れ
た
も
の
《
伝
統
》
と
深
く
継

続
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、《
近
代
》
と
い
う
時
代
の
到
来
と
と
も
に
何
が
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
ギ
デ
ン
ズ
は
、《
近
代
》
の
到
来

は
特
異
な
変
化
を
齎
し
た
と
言
う
。
そ
れ
は
、
前
近
代
社
会
の
《
再
帰
性
》
が
過
去
（
伝
統
）
と
の
参
照
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
の
に

対
し
、
近
代
に
よ
っ
て
登
場
し
た
《
理
性
﹇reason

﹈》
が
参
照
す
る
軸
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
既
存
の
ド
グ
マ
よ
り
は
確

信
性
の
高
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
指
向
す
る
再
帰
性
は
当
該
理
性
自
体
の
再
帰
性
も
追
求
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
こ

そ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
が
提
起
す
る
、
大
き
な
物
語
の
喪
失
に
よ
っ
て
生
じ
る
方
向
感
覚
の
混
乱
で
あ
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
科
学
に
よ

る
確
信
性
の
主
張
を
提
起
す
る
科
学
哲
学
者
Ｋ
．
ポ
パ
ー
﹇Karl Popper

﹈
の
“all science rests upon shifting sand

"
と
い
う
フ
レ
ー
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ズ
を
引
用
し
近
代
科
学
の
浮
遊
性
を
提
起
す
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
言
説
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
、
人
の
行
為
や
社

会
発
達
の
傾
向
性
に
つ
い
て
は
制
度
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

―
社
会
科
学
の
知
的
活
動
を
放
棄
す
る
よ
う

な

―
主
張
は
論
ず
る
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
予
め
排
除
し
た
う
え
で
、《
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
﹇N

ihilism

﹈》
の
論
者
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
及

び
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
参
照
す
）
24
（
る
。
そ
も
そ
も
当
該
《
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
》
は
、
近
代
を
成
立
さ
せ
た
啓
蒙
思
想
に
元
来
的
に
内
在
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
確
信
性
の
一
つ
（
神
の
法
﹇D

ivine Law

﹈）
が
別
の
類
型
（
意
識
や
経
験
的
観
察
の
確
信
性
）
に
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
）
25
（

る
。

そ
の
た
め
、《
原
則
的
に
﹇in pricnciple

﹈》
や
《
特
段
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
﹇until further notice

﹈》
と
い
う
語
が
付
さ
れ
る
形
で
の
妥

当
性
し
か
提
起
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
彼
の
歴
史
認
識
は
《
脱
埋
め
込
み
﹇disem

bedding

﹈》《
再
埋
め
込
み
﹇reem

bedding

﹈》
そ
し
て
《
抽
象
的
シ
ス
テ
ム

﹇abstract system
s

﹈》
と
い
う
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。《
脱
埋
め
込
み
》
と
は
、
時
計
が
発
明
・
普
及
し
た
こ
と
で
、

時
と
場
所
と
の
分
離
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
関
係
を
ロ
ー
カ
ル
な
相
互
行
為
の
文
脈
か
ら
分
離
﹇lifting out

﹈
し
、
時
空
間

の
無
限
の
広
が
り
の
中
に
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
）
26
（

る
。
そ
し
て
当
該
《
脱
埋
め
込
み
》
さ
れ
た
事
象
は
、
時
―
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
中

で
再
度
作
り
直
さ
れ
る
《
再
埋
め
込
み
》
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
《
再
埋
め
込
み
》
の
手
法
と
し
て
ギ
デ
ン
ズ
は
、《
顔
の
見
え
る

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹇facew
ork com

m
itm
ents

﹈》《
顔
の
見
え
な
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹇facelesss com

m
itm
ents

﹈》
と
い
う
区
別
を
持
ち
出

し
、
後
者
に
近
代
社
会
の
円
滑
さ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
《
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
﹇abstract system

s

﹈》
と
名
付
け
て
い
）
27
（
る
。《
抽
象
的
シ

ス
テ
ム
》
に
対
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
ル
ク
ス
、
そ
し
て
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
が
、
既
存
の
生
活
世
界
を
《
植
民
地
化
》
す
る
と
い
う

語
を
用
い
る
こ
と
で
、《
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
》
に
よ
る
《
生
活
世
界
》
へ
の
一
方
的
な
支
配
関
係
を
描
き
出
す
ハ
ー
バ
マ
ス
と
は
異
な
り
、

当
該
近
代
的
シ
ス
テ
ム
に
対
し
《
実
体
的
世
界
に
生
き
る
﹇W

e live in a peopled w
orld

﹈》
安
心
感
を
生
じ
さ
せ
る
も
）
28
（
の
と
し
て
《
ジ
ャ

ガ
ー
ノ
ー
ト
﹇Juggernaut

﹈》
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
で
両
者
の

―
一
方
的
な
従
属
関
係
で
は
な
く

―
互
い
に
影
響
を
与
え
る
関

係
に
あ
る
と
し
て
積
極
的
な
評
価
を
し
て
い
る
が
特
徴
で

）
30
）（
29
（
あ
る
。
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本
稿
で
は
以
下
、
具
体
的
に
当
該
近
代
の
《
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
》
の
再
帰
性
が
問
わ
れ
た
憲
法
学
的
論
点
で
あ
る
ク
ォ
ー
タ
制
違
憲
判

決
を
下
にCitoyen

概
念
の
展
開
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

㈡ 　

ク
ォ
ー
タ
制
導
入
違
憲
判
決
か
ら
見
え
て
く
る
《
近
代
》

　
　

―
一
に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
の
《
終
焉
》or《
展
開
》

―

　

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
一
七
八
九
年
市
民
革
命
と
い
う
《
近
代
》
と
い
う
時
空
間
を
成
立
さ
せ
る
体
制
転
換
で
提
起
さ
れ
た
『
人
と
市

民
の
権
利
宣
言
﹇D

éclaration de D
roits de l

’Hom
m
e et du Citoyen

﹈』
と
い
う
形
で
、《
人
権
》
お
よ
び
《
市
民
権
》
を
生
み
出
し
た
国

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
態
と
し
て
は
、《
女
性
》
が
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
革
命
初
頭
に
お
い
て
も
一
七
九
一
年
九
月

に
オ
ラ
ン
プ
・
ド
ゥ
・
グ
ー
ジ
ュ
﹇O

lym
pe de G

ouges

﹈
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
『
女
性
お
よ
び
女
性
市
民
﹇Citoyenne

﹈
の
権
利
宣

言
』
は
、
一
七
八
九
年
に
提
起
さ
れ
た
《
人
権
》
及
び
《
市
民
（
権
）》
は
男
性
性
の
も
の
で
し
か
な
く
、
女
性
の
諸
権
利
は
保
障
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
）
31
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
《
人
権
》
と
い
う
概
念
の
母
国
で
あ
り
な
が
ら
も
女
性
の
権
利
の
発
展
が
遅
れ
て
い
た
理
由
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
慣
習
法

サ
リ
カ
法
典
ま
で
遡
る
。
サ
リ
カ
法
で
は
女
性
の

―
遺
産
相
続
権
は
認
め
る
も
の
の

―
土
地
相
続
権
を
例
外
的
に
認
め
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

―
王
位
継
承
権
問
題
も
絡
ん
で

―
女
性
は
最
高
権
力
を
行
使
す
る
《
真
の
個
人
》
に
は
当
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
）
32
（

る
。
こ
の
思
考
は
《
近
代
》
革
命
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
啓
蒙
思
想
に
も
見
ら
れ
、
代
表
的
思
想
家
で
あ
っ
た
ル

ソ
ー
の
著
述
『
社
会
契
約
論
』
で
も
同
様
に
表
れ
て
い
る
。
実
際
の
革
命
期
に
お
い
て
も
例
外
的
に
女
性
を
《
個
人
》
と
し
て
選
挙
権
を

認
め
る
よ
う
提
唱
し
た
男
性
議
員
ギ
ュ
ヨ
マ
ー
ル
﹇Pierre G

uyom
ar

﹈
を
除
け
ば
女
性
に
公
の
存
在
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
、
さ
ら
に
一
七
九
三
年
一
〇
月
三
〇
日
に
は
女
性
の
政
治
結
社
ま
で
も
が
禁
止
さ
れ
）
33
（

た
。
そ
の
上
、
女
性
の
民
事
上
の
権
利
に
関

し
て
も
一
八
〇
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
よ
り
制
限
さ
れ
、
一
八
一
六
年
法
に
よ
っ
て
離
婚
の
全
面
禁
止
が
な
さ
れ
、
女
性
の
民
事
上
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の
権
利
に
関
し
て
大
き
く
後
退
す
る
こ
と
と
な
っ
）
34
（
た
。

　

女
性
の
政
治
的
権
利
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
議
会
と
い
う
立
法
機
関
で
は
な
く
、
ド
ゴ
ー
ル
﹇Charles de 

G
aulle

﹈
将
軍
の
臨
時
政
府
が
発
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
あ
り
、
女
性
の
政
治
参
加
は
消
極
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
政
治
的
社
会
的
環
境
お
よ
び
選
挙
制
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
35
（
が
、
根
底
的
に

は
英
米
系
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
と
フ
ラ
ン
ス
で
の
運
動
と
の
根
源
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
異
な
り
が
あ
）
36
（

り
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
共
和
主
義
に
基

づ
く
普
遍
主
義
が
大
き
な
弊
害
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
37
（
る
。
実
際
に
、
一
九
九
六
年
段
階
に
お
い
て
も
下
院
の
女
性
議
員
率
は

六
・
四
％
と
、
欧
州
先
進
国
で
最
下
位
と
い
う
状
況
で
あ
っ
）
38
（

た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
積
極
的
格
差
是
正
措
置
を

制
度
に
導
入
す
る
こ
と
で
解
決
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
当
該
措
置
を
制
度
上
導
入
す
る
た
め
に
は
、
立
法
の
み
な
ら
ず
憲
法
改
正
ま

で
必
要
で
あ
る
と
い
う
思
考
の
基
礎
と
な
っ
た
の
が
、
以
下
確
認
す
る
ク
ォ
ー
タ
制
違
憲
判
）
39
（

決
で
示
さ
れ
た
《Citoyen

像
》
で
あ
る
。

　

性
別
ク
ォ
ー
タ
制
判
決
と
呼
ば
れ
る
判
決
で
違
憲
と
な
っ
た
の
は
、
三
五
〇
〇
人
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
選
挙
に
お
い
て
、
候
補
者

名
簿
の
七
五
％
以
上
を
同
一
の
性
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
選
挙
法
Ｌ
二
六
〇
条
の
二
で
あ
）
40
（

る
。
判
決
で
憲
法
院
は
、
事
案
に
対
し
第

五
共
和
制
憲
法
三
）
41
（
条
お
よ
び
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
六
）
42
（
条
を
適
用
し
、
地
方
選
挙
に
お
け
る
参
政
権
は
、
“Citoyen

”と
い
う
地
位
に
基

づ
い
て
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、〈
政
治
的
選
挙
﹇suffrage politique

﹈〉
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
市
町
村
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
、

い
か
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
課
す
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
で
注
目
す
べ
き
点
は
憲
法
院
が
、
市
町
村
会
議
員
選
挙
の

性
質
を
〈
政
治
的
選
挙
〉
と
し
て
認
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
憲
法
院
が
使
っ
た
〈
政
治
的
選
挙
〉
と
い
う
用
語
は
、
Ａ
．
エ
ス
マ
ン

﹇Adhém
ar Esm

ein

﹈
が
国
民
主
権
と
の
関
連
で
用
い
た
語
で
あ
り
、
エ
ス
マ
ン
は
「
政
治
的
選
挙
権
の
行
使
は
、
国
民
主
権
の
行
使
と
同

義
で
あ
る
」
と
述
べ
、
政
治
的
選
挙
の
行
使
の
態
様
と
し
て
直
接
政
体
も
し
く
は
、
代
表
政
体
の
二
つ
が
存
在
す
る
と
言
）
43
（
う
。
確
か
に
憲

法
院
が
、
地
方
参
政
権
を
〈
政
治
的
選
挙
〉
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
す
る
際
に
援
用
し
た
憲
法
三
条
及
び
人
権
宣
言
六
条
は
、

国
民
主
権
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
エ
ス
マ
ン
と
同
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
院
は
、
当
判
決
に
お
い
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て
地
方
参
政
権
を
、
国
民
主
権
の
行
使
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
同
時
に
地
方
自
治
体
は
、
国
家
に
お
け
る
部
分
的
な
代
表
政
体

0

0

0

0

を

形
成
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
“Citoyen

”の
地
位
に
関
し
て
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
三
条

及
び
人
権
宣
言
六
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
憲
法
的
価
値
の
原
則
に
よ
り
、
い
か
な
る
分
類
に
よ
る
区
別
に
も
反
す
る
と
判
示
す
る
の
で

あ
）
44
（
る
。

　

当
判
決
は
、
第
五
共
和
制
に
お
い
てCitoyen

概
念
がN

ation

概
念
へ
と
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
切
の
区
別
が
許
さ
れ
な
い
も
の

と
し
て
の
認
識
が
示
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
革
命
期
に
お
け
る
《
狭
義
のCitoyen

》
及
び
《
広
義
のCitoyen

》
の
両

者
が
抽
象
的
国
民
﹇N

ation
﹈
へ
と
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
か
な
る
区
別
も
当
該
内
部
に
設
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
帰
結
を

生
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
年
齢
・
法
的
能
力
を
理
由
と
す
る
も
の
し
か
区
別
が
許
さ
れ
ず
、
本
件
の
よ
う
に
、
政
策
的
に
設
け
ら
れ

た
分
類
を
も
憲
法
上
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
が
基
と
な
り
、
ク
ォ
ー
タ
制
導
入
の
た
め
に
は
、

そ
の
後
一
九
九
九
年
七
月
の
憲
法
改
正
﹇Loi constitutionnelle n

°99 -569 du  8  juillet 1999

﹈
に
よ
っ
て
政
治
領
域
に
お
け
る
男
女
の
平

等
な
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
条
項
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
以
下
、
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
の
言
論
空
間
で
い
か
に

当
該
概
念
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

三　

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け
る
市
民
（
権
）
の
概
念
枠
組
み

㈠　

市
民
権
概
念
の
困
難
性

　

そ
も
そ
も
“Citoyen

” 

“Citoyenneté

”と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
公
法
学
上
の
考
察
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
不
可
避
的

困
難
性
を
伴
う
。
第
一
の
困
難
性
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
てCitoyen

の
概
要
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
五
共
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和
制
憲
法
は
三
条
に
お
い
て
、
主
権
は
人
民
﹇peuple

﹈
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
選
挙
人
要
件
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
﹇Les 

nationaux français

﹈
を
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
憲
法
院
は
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
憲
法
的
価
値
を
承
認
し
て
お
）
45
（

り
、
い
ま
だ 

“Citoyen
”は
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
当
該
人
権
宣
言
を
一
つ
の
法
学
的
素
材
と
し
て
概
念
考
察
が
行
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
欧
州
市
民
権
を
巡
る
考
察
お
よ
び
、
国
際
法
上
の 

“Citizen

”に
関
す
る
考
察
も 

“Citoyen

”概
念
を

考
察
す
る
う
え
で
有
用
な
素
材
で
あ
ろ
）
46
（

う
。
第
二
の
困
難
性
と
し
て
、
当
該
概
念
を
巡
る
研
究
領
域
が
横
断
的
で
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
前
述
の
通
り
、
現
行
実
定
法
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
概
念
枠
組
み
し
か
提
供
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
詳
細
な
概
念
考
察
を
行
う
に
は

当
該
概
念
が
法
的
意
味
付
け

0

0

0

0

0

0

﹇sens juridique

﹈
を
初
め
て
与
え
ら
れ
た
革
命
期
に
遡
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
）
47
（

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
タ
ー

ム
を
学
問
対
象
と
す
る
の
は
、
公
法
学
に
限
定
さ
れ
ず
、
思
想
史
学
、
哲
学
、
そ
し
て
社
会
変
動
に
よ
っ
て
意
味
内
容
に
変
化
が
生
じ
る

が
故
に
社
会
学
に
も
及
ぶ
な
ど
、
学
問
領
域
横
断
的
考
察
の
必
要
性
を
有
す
る
。
第
三
に
、
“Citoyen

”に
は
常
に
形
容
詞
が
伴
う
点
で

あ
る
。
憲
法
院
は
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
、Nation

と
連
結
す
る
地
方
政
治
の
選
挙
資
格
と
し
て
の
《
国
民
（
国
家
）
市
民
）
48
（
権
﹇Citoyenneté 

nationale

﹈》
の
み
な
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
と
連
結
し
た
地
位
と
し
て
の
《
欧
州
市
）
49
（
民
﹇Citoyenneté de l

’Union européenne

﹈》、
そ
し
て
ニ
ュ
ー

カ
レ
ド
ニ
ア
の
自
治
権
を
承
認
す
る
《
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
市
）
50
（
民
﹇Citoyenneté néocalédonienne

﹈》
な
ど
、
様
々
な
形
容
詞
を
付
し
た 

形
で
“Citoyen

”に
関
す
る
判
断
を
行
な
っ
て
き
た
。
実
際
に
二
〇
〇
一
―
二
〇
一
〇
年
ま
で
憲
法
院
判
事
を
務
め
た
社
会
学
者

D
om
inique Schnapper

は
、
一
般
に
“Citoyen

”の
形
容
詞
と
し
て
承
認
さ
れ
て
き
たN

ation

は
、
単
に
歴
史
的
結
び
付
き
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
り
、
論
理
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
）
51
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、Citoyen

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
付
随
す
る
形
容

詞

―
具
体
的
に
は
統
合
原
理
と
し
て
何
を
付
す
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
に
関
し
て
は
、
多
様
な
主
張
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
“Citoyen

”を
巡
る

議
論
の
統
一
的
基
盤
確
保
を
困
難
な
も
の
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
第
四
に
、
“Citoyen

”と
い
う
地
位
に
い
か
な
る
権
利
が
付
随
す
る
の

か
が
不
明
確
な
点
で
あ
る
。
国
内
の
議
論
に
お
け
る
市
民
権
言
説
で
は
市
民
の
政
治
性

0

0

0

が
強
調
さ
れ
、
“Citoyenneté

＝
選
挙
権
”と
い

う
単
純
な
図
式
に
陥
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
議
論
は
、
選
挙
権
を
は
じ
め
と
し
た
政
治
的
権
利
の
み
な
ら
ず
、
平
等
や
自
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由
の
問
題
を
内
包
す
る
公
民
権
﹇droits civiques

﹈
を
も
包
摂
し
た
議
論
が
為
さ
れ
て
お
）
52
（
り
、
単
純
に
選
挙
権
の
問
題
に
換
言
し
え
な
い
。

さ
ら
に
、
選
挙
権
／
被
選
挙
権
と
い
う
政
治
的
権
利
と
は
異
な
り
、
公
民
権
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
権
利
が
付
随
す
る
の
か
と
い
う

点
は
論
争
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
てCitoyen

が
包
摂
す
る
権
利
も
不
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

㈡　

市
民
権
の
含
意

―
市
民
権
が
語
ら
れ
る
三
類
型

―

　

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
困
難
性
を
伴
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
憲
法
学
者
辻
村
み
よ
子
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

の
男
女
共
同
参
画
と
多
文
化
共
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
平
等
論
の
第
一
人
者
で
あ
り
公
法
学
者
で
あ
る
パ
リ
第

一
〇
大
学
名
誉
教
授
Ｄ
．
ロ
シ
ャ
ッ
ク
﹇D

anièle Lochak

﹈
は
自
ら
の
論
文
「
い
か
に
し
て
市
民
権
を
定
義
す
る
か
」
の
冒
頭
で
、
そ
の

意
味
内
容
を
も
と
にCitoyenneté
が
用
い
ら
れ
る
用
法
を
三
つ
に
類
型
化
す
）
53
（

る
。

　

第
一
の
用
法
は
、
社
会
的
地
位
﹇statut
﹈
と
し
て
のCitoyenneté

で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
は
社
会
的
身
分
と
し
て
の
国
民

﹇national

﹈
と
同
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
てCitoyenneté

は
国
籍
﹇N

ationalité

﹈
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

場
合
、
フ
ラ
ン
ス
のCitoyenneté

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
用
法

は
、Citoyen

と
い
う
身
分
﹇qualité

﹈
に
結
び
付
い
た
特
権
﹇prérogatives

﹈
の
総
体
と
し
て
のCitoyenneté

で
あ
る
。
そ
し
て
先
述

の
通
りCitoyen

が
包
摂
す
る
特
権
と
は
、
政
治
的
権
利
に
限
ら
れ
ず
、
公
民
権
も
含
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
第
二
の
用
法
に
お

け
るCitoyenneté

概
念
を
よ
り
流
動
的
な
も
の
と
す
る
所
以
で
あ
る
と
ロ
シ
ャ
ッ
ク
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
民
権
の
権
利
内
容

自
体
が
不
明
確
で
あ
り
、
国
民
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
命
令
に
よ
っ
て
権
利
剝
奪
が
宣
言
さ
れ
る
一
方
で
、
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
な
い
外
国

人
に
対
し
て
特
定
の
公
民
権
は
行
使
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
用
法
は
、
共
同
体
に
実
態
的
参
加
を
し
﹇participe à la vie de la 

cité

﹈、
そ
の
集
団
に
自
己
の
統
合
を
表
明
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
り
方
﹇com

portem
ents

﹈
を
指
すCitoyenneté

で
あ
る
。
こ
の
用
法

は
、
第
一
／
第
二
の
用
法
と
は
大
き
く
異
な
り
、
法
的
所
与

0

0

を
指
す
の
で
は
な
く
、
個
人
の
共
同
体
に
対
す
る
能
動
的
行
為
実
体

0

0

を
指
す
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も
の
で
あ
り
、
個
人
の
集
団
的
同
一
化
﹇identification collective

﹈
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ロ
シ
ャ
ッ
ク
の
三
類
型
に
従
う
な
ら
ば
、
第
一
の
用
法
は
“Citoyenneté

”の
問
題
を
《
国
籍
﹇N

ationalité

﹈》
に
還

元
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
“Citoyenneté

”に
固
有
な
概
念
内
容
を
考
察
す
る
上
で
は
狭
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

“Citoyenneté
”と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、N

ationalité

と
い
う
、
受
動
的
に
属
す
る
抽
象
的
集
団
を
前
提
と
し
た
概
念
で
は
見
い
だ
せ

な
い
《
公
共
空
間
に
お
け
る
個
（
人
）
の
能
動
的
な
社
会
的
承
認
》
が
な
さ
れ
る
コ
ト
を
観
測
す
る
た
め
に
、

―
第
三
の
用
法
も
根
底

的
に
置
き
つ
つ
も

―
第
二
の
用
法
に
着
目
し
て
分
析
を
以
下
行
う
。

㈢　
《
特
権
的
側
面
と
し
て
のCitoyenneté

》
の
類
型

　

そ
れ
で
は
、
前
述
のCitoyenneté
が
有
す
る
第
四
の
困
難
性
、
お
よ
び
ロ
シ
ャ
ッ
ク
の
第
二
類
型
で
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

Citoyen

は
、
ど
の
よ
う
な
権
利
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
ロ
シ
ャ
ッ
ク
は
、Citoyenneté

が
民
主
制
と
観

念
的
／
具
体
的
接
着
性
を
有
す
る
も
の
だ
と
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
民
主
制
と
い
う
用
語
に
対
し
て
《
自
由
／
平
等
》
と
《
公
事
へ
の
参
加

﹇la participation aux affaires publiques

﹈》
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
を
付
与
す
）
54
（

る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
留
意
す
る
。「（Citoyenneté

を
特
定
の
権
利

―
つ
ま
り
、
政
治
的
権
利

―
と
し
て
）
限
定
付
け
る
こ
と
は
、Citoyenneté

の
行
使
に
対
す
る
明
白
な
妨
害
と
し
て
表
れ

る
。
逆
に
、Citoyenneté

の
行
使
形
態
は
、
政
治
的
権
力
へ
の
参
加
以
外
に
も
存
在
す
る
。」
と
主
張
し
、Citoyenneté

を
政
治
的
権

力
へ
の
参
加
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
選
択
の
消
極
的
甘
受
を
強
制
す
る
の
み
で
あ
り
、
政
治
的
選
択
の
能
動
的
形
成

0

0

0

0

0

に
は
資
さ
な

い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ャ
ッ
ク
は
《Citoyenneté

の
特
権
的
側
面
》
を
三
レ
ベ
ル
に
区
別
す
）
55
（

る
。
第
一
レ
ベ
ル
と
し
て
、
当
該

概
念
に
不
可
欠
な
基
礎
か
ら
要
請
さ
れ
る
《
権
利
の
平
等
性
》《
差
別
の
欠
如
》
と
し
て
理
解
さ
れ
る
《Citoyenneté

の
特
権
的
側
面
》

で
あ
る
。
第
二
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
単
に
政
治
的
な
も
の
に
関
す
る
事
柄
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
様
々
な
領
域
の
集
団
に
お
け
る

決
定
に
参
加
す
る
権
能
と
し
て
理
解
さ
れ
る
《Citoyenneté

の
特
権
的
側
面
》
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
レ
ベ
ル
と
し
て
、
政
治
的
権
利
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の
完
璧
な
享
受

0

0

0

0

0

を
表
す
主
権
へ
の
参
加
と
し
て
理
解
さ
れ
るCitoyenneté

で
あ
る
。
以
下
、
各
々
の
レ
ベ
ル
に
対
応
す
る

Citoyenneté

が
包
摂
す
る
諸
権
利
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
で
、《Citoyenneté

の
特
権
的
側
面
》
に
お
け
る
外
縁
を
確
認
す
る
。

1
　
政
治
的
市
民
権
﹇Citoyenneté politique

﹈

　

Citoyen
が
有
す
る
権
利
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
民
主
制
に
参
加
す
る
権
利
で
あ
）
56
（

る
。
実
際
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
憲

法
院
は
パ
リ
テ
判
決
に
て
第
五
共
和
制
憲
法
三
条
国
民
主
権
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
六
条
公
務
就
任
資
格
と
し
て
のCitoyen

条
項
の

両
者
を
援
用
す
る
こ
と
で
、「Citoyen

と
い
う
資
格
が
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
開
放
す
）
57
（る

」
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
当

判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
たCitoyen

と
政
治
的
権
利
の
関
連
性
は
、
一
九
九
九
年
コ
ル
シ
カ
議
会
議
員
選
挙
に
関
す
る
法
律
の
憲
法
適
合

性
審
査
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ
）
58
（

る
。

　

上
述
二
つ
の
判
例
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該

判
例
は
直
接
的
に
はCitoyen

が
共
同
体
﹇Com

m
unauté

﹈
レ
ベ
ル

―
つ
ま
り
、
国
家
レ
ベ
ル
の
み
で
は
な
く
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
も

含
む

―
の
政
治
的
権
利
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
旨
で
も
当
該
法
案
が
違
憲

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
に
当
た
り
重
要
な
考
慮
要
素
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
当
該
地
方
議
会
の
選
出
が
主
権
の
行
使
と
密
接
に
関

連
す
る
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
下
院
で
あ
る
元
老
院
議
員
の
選
挙
制
度
は
、
諸
地
方
自
治
体
議
会
﹇conseils des 

collectivités territoriales

﹈
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
選
挙
人
団
﹇grands électeurs

﹈
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
間
接
選
挙
を
採
用

し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
が
間
接
的
に
元
老
院
の
選
出
、
そ
し
て
主
権
の
行
使
へ
と
影
響
を
与
え
る
と

し
て
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
老
院
の
地
方
代
表
的
性
格
は
選
挙
法
律
﹇loi elector

﹈
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
二
四
条

四
）
59
（

段
に
よ
っ
て
も
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
事
情

―
つ
ま
り
、
選
挙
法
レ
ベ
ル
で
の
地
方
代
表
的
性
格

―
と
は
異
な
る

性
質
を
有
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
当
該
判
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
たCitoyen

の
政
治
的
権
利
と
は
、
主
権
の
行
使
に
参
加
す
る
権
利
の
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、Citoyen

が
包
摂
す
る
政
治
的
権
利
と
は
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
選
挙
権
の
み
な
ら
ず
、
主
権
の
行
使
に
か

か
わ
る
諸
権
利

―
国
政
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
権
、
憲
法
改
正
／
法
律
案referendum

の
投
票
権
、
な
ど

―
も
含
ん
だ
権
利
の
総
体
で

あ
る
と
言
え
る
。

2
　
公
民
的
市
民
権
﹇Citoyenneté civique

﹈

　

次
に
、Citoyen

が
有
す
る
権
利
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
公
民
的
市
民
権
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
ロ
シ
ャ
ッ
ク
は
、《
狭
義
の

Citoyenneté

》
と
し
て
前
述
の
主
権
の
行
使
へ
の
参
加
を
意
味
す
る
政
治
的
権
利
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、《
広
義
のCitoyenneté

》
と

し
て
公
民
権
﹇droits civiques

﹈
を
挙
げ
て
い
）
60
（

る
。
た
だ
し
、
公
民
権
の
内
容
に
関
し
て
は
政
治
的
権
利
と
の
概
念
的
混
同
が
生
じ
て
お

り
、
ま
た
実
定
法
上
も
不
明
確
な
た
）
61
（
め
当
該
二
つ
の
概
念
区
別
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
二
条
は
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
連
帯
の
目
的
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
自
然
的
な

諸
権
利
の
保
全
に
あ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、Citoyenneté

は
、
人
権
保
障
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
権
利
と
し
て
、
政
治
的
権

利
と
公
民
権
と
が
連
結
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
革
命
期
に
お
け
るCitoyen

と
は
第
一
に
、
私
的
領
域
に
お
い

て
個
人
的
自
由
の
行
使
の
自
由
を
有
し
て
お
り
、
第
二
に
、
公
的
領
域
に
お
い
て
、
政
治
的
権
利
を
保
持
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
自
由
が

承
認
さ
れ
た
自
由
民
﹇hom

m
e com

m
e être libre

﹈
と
し
て
の
地
位
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
憲
法
規

定
に
お
い
て
は
、
一
八
四
八
年
第
二
共
和
制
憲
法
の
例
外
を
除
き
、Citoyen

と
い
う
語
が
消
滅
す
る
と
同
時
に
当
該
自
由
の
区
別
も
共

に
消
滅
す
る
こ
と
で
、
憲
法
規
定
上Citoyen

の
権
利
は
単
純
に
政
治
的
権
利
へ
と
包
摂

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
刑

法
典
一
三
一
―
二
六
条
は
公
民
権
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
①
選
挙
権
、
②
被
選
挙
権
、
③
裁
判
所
機
能
の
行
使
に
関
す
る
権
利
、
も

し
く
は
裁
判
所
鑑
定
人
﹇expart devant une jurisdiction

﹈、
陪
審
員
に
な
る
権
利
、
④
証
書
作
成
の
立
会
人
﹇tem

oin

﹈
に
な
る
権
利
、 
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⑤
後
見
人
﹇tuteur

﹈、
保
佐
人
﹇curateur

﹈
に
な
る
権
利
、
こ
の
五
つ
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
政
治
的
権
利
に
包
摂
し
う
る
権
利
は
、

始
め
二
つ
の
権
利
の
み
で
あ
り
、
残
り
三
つ
に
関
し
て
は
、
主
権
の
行
使
に
係
る
も
の
で
は
な
く
政
治
的
権
利
と
は
区
別
し
う
る
公
民
権

に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
公
民
的
市
民
権
と
は
、
政
治
的
権
利
を
部
分
的
要
素
﹇sous-ensem

ble

﹈
と
し
た
、
公
共
領
域
に
お
け
る
権
利
で
あ
）
62
（
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
政
治
的
権
利
が
主
権
の
行
使
と
直
結
す
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
民
的
市
民
権
は
、
主
権
の
行
使
と
関
係
し
な
い
権
利

を
も
含
有
す
る
広
い
権
利
枠
組
み
で
あ
る
。

3
　
社
会
的
市
民
権
﹇Citoyenneté sociale

﹈

　

Citoyenneté

が
包
摂
す
る
権
利
の
三
つ
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
社
会
的
市
民
権
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
のCitoyenneté

は
、

第
五
共
和
制
期
に
展
開
さ
れ
た
社
会
的
／
経
済
的
領
域
に
お
け
る
民
主
化
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る
）
63
（

。
そ
の
た
め
、
上
述
二
つ
の
伝
統
的Citoyenneté

と
は
異
な
り
、
当
該
権
利
の
性
質
は
、
元
来Citoyen

が
有
し
て
い
た
と
い
う
よ

り
、
社
会
的
／
経
済
的
文
脈
か
ら
展
開
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。
ま
た
公
共
的
領
域
で
は
な
く
、
私
企
業
に
お
け
る
労
使
関
係
な
ど
社
会
領

域
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　

当
該Citoyenneté

が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
労
使
関
係
上
の
民
主
的
制
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
）
64
（
た
。
伝
統
的

に
労
働
組
合
の
力
が
強
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働
者
達
が
自
身
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
に
、
私
企
業
に
お
い
て
従
業
員
代
表

﹇représentants élus du personnel

﹈
を
選
出
す
る
民
主
的
制
度
が
労
働
法
上
規
定
さ
れ
て
お
り
、
企
業
の
規
模
に
応
じ
て
労
働
者
か
ら
直

接
選
挙
で
代
表
さ
れ
る
従
業
員
代
表
委
員
﹇délégués du personnel

﹈
も
し
く
は
企
業
委
員
会
﹇com

ité d

’entreprise

﹈
を
設
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
）
65
（

る
。
さ
ら
に
そ
の
選
出
手
続
は
、
ほ
ぼ
国
政
と
同
等
レ
ベ
ル
の
厳
格
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
選
挙

告
知
の
期
間
、
代
表
任
期
、
選
挙
人
資
格
の
年
齢
要
件
、
所
属
ご
と
の
議
席
配
分
、
な
ど
が
法
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
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選
挙
や
国
政
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
と
は
異
な
り
、
公
権
力
や
主
権
の
行
使
に
直
接
関
わ
る
よ
う
な
民
主
的
制
度
で
は
な
く
、
一
私
企
業
レ
ベ

ル
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
実
態

―
手
続
の
厳
格
さ
、
及
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
結
果

―
は
、
労
使
関
係
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を

有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
当
該
労
働
関
係
の
民
主
的
制
度
に
関
し
外
国
人
で
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
が
参
加

す
る
こ
と
は
、Citoyenneté

と
の
関
係
で
許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
従
業
員
代
表
の
選
出
に
参
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
七
条
及
び
、
一
九
四
六

年
四
月
一
六
日
法
律
七
条
に
よ
っ
て
国
籍
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
で
は
な
い
旧
植
民
地
民
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
、

選
挙
権
も
被
選
挙
権
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
）
66
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
二
年
二
月
一
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立

を
認
め
、
両
国
の
経
済
協
力
関
係
を
締
結
し
た
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
﹇accords d

’Evian

﹈
第
二
章
七
条
で
、「
政
治
的
権
利
を
除
き
、
フ
ラ

ン
ス
に
居
住
す
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
住
民
、
と
く
に
そ
の
労
働
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
同
等
の
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
当

該
従
業
員
代
表
の
被
選
挙
）
67
（
権
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
国
籍
要
件
が
課
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
手
続
的
／
影
響

的
に
も
国
政
レ
ベ
ル
と
同
等
の
政
治
的
重
要
性
を
有
し
て
い
た
従
業
員
代
表
と
い
う
民
主
的
制
度
に
対
し
て
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
に
基
づ

い
て
外
国
人
に
対
し
て
も
参
与
が
許
容
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
安
価
な
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
し
て

い
た
企
業
側
か
ら
大
き
な
反
発
が
あ
り
、
そ
の
論
拠
は
次
の
三
つ
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
）
68
（

た
。
第
一
に
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
そ
の
も

の
の
実
定
法
上
の
効
果
の
問
題
で
あ
る
。
当
該
協
定
自
体
は
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
立
法
に
よ
る
実
効
措
置
が
と
ら
れ
な
い
限

り
国
内
に
お
い
て
実
定
法
上
の
効
果
は
な
い
と
言
う
主
張
で
あ
る
。
第
二
に
、
従
業
員
代
表
が
政
治
的
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
、《
機
能

﹇fonction

﹈》
に
関
す
る
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
外
務
大
臣
の
次
の
よ
う
な
主
張
を
反
映
し
た
訴
え
で
あ
）
69
（

る
。「（
政
治

的
権
利
と
は
、）
全
て
の
公
民
権
の
行
使
お
よ
び
享
受
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
お
よ
び
目
的
に
お
い
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
管
理

も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
し
た

0

0

0

0 

0

( assim
ilé) 

も
の
へ
の
参
加
を
含
む
も
の
で
あ
る
。」
つ
ま
り
企
業
側
の
主
張
は
、
政
府
認
識
を
前
提
と
し
な

が
ら
も
従
業
員
代
表
が
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
管
理
に
類
似
し
た

0

0

0

0

機
能
を
有
し
て
お
り
、
故
に
当
該
権
利
は
政
治
的
権
利
の
一
要
素
に
含
ま
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れ
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
で
規
定
さ
れ
る
平
等
的
取
り
扱
い
の
例
外
と
し
て
の
政
治
的
権
利
に
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
産

業
ス
パ
イ
の
弊
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
人
が
企
業
委
員
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
当
該
委
員
会
が
管
理
す
る
重
要
な

資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
産
業
途
上
国
の
外
国
人
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
情
報
流
出
の
危
険
性
を
引
き
起
こ

す
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
え
に
対
し
破
毀
院
は
、
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
の
実
定
法
上
の
効
果
を
認
め
た
上
で
、
当
該
労
働
関

係
に
お
け
る
民
主
的
制
度
に
対
す
る
外
国
人
の
参
加
が
《
政
治
的
権
利
》
に
含
ま
れ
る
か
否
か
を
争
点
と
し
）
70
（

た
。
そ
し
て
破
毀
院
は
、

「
企
業
委
員
会
は
、
そ
の
委
員
お
よ
び
会
社
の
利
益
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
企
業
委
員
会
に
関
す
る
被
選
挙
権
は
、
私

的
か
つ
社
会
的
職
業
の
権
利
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
権
利
で
は
な
）
71
（い
。」
と
当
該
民
主
的
制
度
へ
の
参
加
を
政
治
的
権
利
で

は
な
く
社
会
的
権
利
と
し
て
区
別
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
外
国
人
の
参
加
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
領
域
に
お
け
る
民
主
的
制
度
へ
の
参
加
が
、
社
会
的
市
民
権
と
呼
ば
れ
る
権
利
で
あ
り
、
先
述
二
つ
の
主

権
も
し
く
は
公
権
力
の
行
使
に
関
わ
る
権
利
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
《Citoyenneté

の
特
権
的
側
面
》
の
第
三
類
型
で
あ
る
と
言
え

る
。

四　

近
代
成
立
期
のCitoyen-Citoyenneté

と
は
？

　
　

―
革
命
期
憲
法
諸
規
定
に
お
け
るCitoyen

概
念
の
三
類
型

―

　

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
近
代
成
立
期
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
於
い
てCitoyen

概
念
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
）
72
（
か
。
そ
こ
で
は
現
在
の
よ
う
に
画
一
的
に
《
選
挙
権
》
の
有
無
を
指
標
と
し
た
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
先

述
の
第
一
の
困
難
性
で
も
述
べ
た
通
り
、Citoyen-Citoyenneté

概
念
を
近
代
成
立
に
お
け
る
革
命
期
の
変
遷
を
観
測
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
革
命
期
の
憲
法
制
定
議
会
に
関
す
る
分
析
は
、
当
時
の
政
治
対
立
や
価
値
対
立
に
集
中
す
る
こ
と
で
、
社
会
学
的
／
心
理
学
的
検
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討
が
為
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
公
法
学
者
で
あ
る
パ
リ
第
一
〇
・
ナ
ン
テ
ー
ル
大
学
名
誉
教
授
Ｍ
．
ト
ロ
ペ
ー
ル

﹇M
ichel Troper

﹈
は
、
憲
法
制
定
議
会
の
ア
ク
タ
ー
や
、
彼
ら
の
価
値
を
直
接
に
は
反
映
し
な
い
、
憲
法
典
内
部
に
存
在
し
て
い
る
観
念

の
連
関
性

―
彼
が
《
自
律
変
動
﹇m

utation autonom
e

﹈》
と
呼
ぶ
も
の

―
に
注
目
し
た
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
法
学
的
考
察
を
試
み

て
い
）
73
（
る
。
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
、
革
命
期
の
憲
法
に
お
け
るCitoyen

概
念
を
次
の
三
つ
に
類
型
化
す
）
74
（
る
。

　

第
一
に
、
一
七
九
一
年
憲
法
を
典
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
性
別
及
び
年
齢
を
区
別
せ
ず
全
て
の
諸
個
人
をCitoyen

と
し

て
構
成
す
る
が
、
能
動
的
市
民
の
地
位
を
有
す
る

―
選
挙
権
を
有
す
る

―
者
は
、
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
と
規

定
す
る
憲
法
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
一
類
型
の
変
容
で
あ
る
一
七
九
三
年
憲
法
を
典
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
て
の
諸
個
人

をCitoyen

と
す
る
が
、Citoyen
の
〈
地
位
﹇qualité

﹈〉
と
、
そ
の
〈
行
使
﹇exercice

﹈〉
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
後
者
の
み
を
選
挙
権

資
格
を
満
た
す
も
の
と
規
定
す
る
憲
法
で
あ
る
。
第
三
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
代
表
す
る
政
治
勢
力
で
あ
っ
た
ジ
ロ
ン
ド
派
の
思
想
を

反
映
し
た
一
七
九
五
年
制
定
の
共
和
暦
三
年
憲
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、Citoyen

資
格
﹇titre

﹈
と
は
、
選
挙
権
を
承
認
さ
れ
た
者
の
み

で
あ
る
と
規
定
す
る
。

　

つ
ま
り
彼
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
一
年
憲
法
及
び
一
七
九
三
年
憲
法
が
選
挙
権
を
有
さ
な
い
場
合
で
もCitoyen

で
あ
る
の
に
対

し
、
一
七
九
五
年
共
和
暦
三
年
憲
法
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
み
がCitoyen

で
あ
る
と
い
う
、《
選
挙
権
》
の
有
無
を
指
標
と
す
る
、

Citoyen

概
念
の
断
絶
性
を
革
命
期
のCitoyen

概
念
に
描
き
出
す
。
以
下
、
彼
の
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
及
び
革
命
期
に
作
ら
れ
た
諸

憲
法
に
お
け
るCitoyen

概
念
の
理
解
を
確
認
す
る
。

㈠　
《
一
七
八
九
年
人
と
市
民
の
諸
権
利
宣
言
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

　

ト
ロ
ペ
ー
ル
曰
く
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
は
次
の
二
種
類
のCitoyen
概
念
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
《
狭
義
の

Citoyen

》
と
し
て
、《
政
治
的
権
利
﹇droit politique

﹈》
と
《
選
挙
権
﹇droit de vote
﹈》
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者
の
み
を
有
す
る
人
格
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を
さ
す
用
法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
権
宣
言
六
条
はCitoyen

の
政
治
的
権
利
を
表
明
し
て
お
り
、「
全
て
のCitoyen

は
自
ら
も
し

く
は
代
表
者
に
よ
っ
て
法
形
成
に
参
与[concourir]

す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
は

当
該
条
文
に
お
け
る
代
表
者
の
選
出
を
民
主
的
手
続
き
で
な
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
す
る
規
定
を
有
し
な
い
た
め
、
当
該
六
条
に
お

け
るCitoyen
の
政
治
的
権
利
と
し
て
の
法
形
成
に
参
与
す
る
権
利
と
は
《
選
挙
権
》
で
は
な
く
、
自
己
の
代
表
性
の
確
保
を
標
榜
す

る

―
つ
ま
り
、
代
表
さ
れ
る
﹇le droit d

’être représenté

﹈

―
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。《
選
挙
権
》
に
関
し
て
は
制
限
選

挙
を
許
容
し
、
人
権
宣
言
一
三
条
の
能
力
に
応
じ
た
租
税
分
担
義
務
の
規
定
が
援
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
《
広
義
の

Citoyen

》
と
は
、
代
表
者
に
自
己
の
代
表
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
挙
権
の
有
無
と
は
無

関
係
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
用
法
か
ら
す
る
と
、
一
七
九
一
年
憲
法
は
人
権
宣
言
のCitoyen

と
矛
盾
を
孕
ま
な
い
形
で
能
動
的
市
民
／

受
動
的
市
民
の
区
別
を
導
入
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
第
二
に
《
広
義
のCitoyen

》
と
し
て
、
政
治
的
権
利
を
有
さ
な
い
が
、
公
民
的
権

利
﹇D

roit Civil

﹈
を
有
す
る
人
格
を
指
す
用
法
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
、
人
権
宣
言
に
お
け
る
《
人
﹇hom

m
e

﹈》
と

《
市
民
﹇Citoyen

﹈》
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
の
異
な
り
か
ら
、《
広
義
のCitoyen

》
概
念
を
抽
出
す
る
。
具
体
的
に
は
第
一
に
、
七
条
に
お

い
てCitoyen

は
、
法
律
に
従
う
存
在
﹇sujet de la lois

﹈
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
点
。
第
二
に
、
一
一
条
が
「
思
想
お
よ
び
意
見
の

自
由
な
伝
達
は
、
人[H
om
m
e]

の
最
も
重
要
な
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
全
て
の
市
民[Citoyen] 

は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
場
合
に
そ
の
自
由
の
濫
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
他
は
、
自
由
に
話
し
、
書
き
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る

点
。
こ
の
二
点
か
ら
、H

om
m
e

は
自
然
権
を
有
す
る
抽
象
的
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、Citoyen

は
自
然
権
を
実
際
に
行
使
す
る
社
会

実
体
的
存
在
、
と
し
て
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
上
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、Citoyen

と
は
、
選
挙
権
で
な

く
、
自
然
権
も
し
く
は
実
定
法
上
の
権
利
を
有
す
る
者
と
し
て
解
さ
れ
）
75
（
る
。
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㈡　
《
一
七
九
一
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

　
　

―
フ
イ
ヤ
ン
派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

　

一
七
九
一
年
憲
法
下
に
お
い
て
は
未
だ
君
主
は
存
在
し
て
い
た
が
、
旧
体
制
と
は
異
な
り
王
権
神
授
説
の
否
定
が
な
さ
れ
、
国
民
の
代

表
と
し
て
の
立
憲
君
主
制
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
右
派
勢
力
で
あ
る
フ
イ
ヤ
ン
派
の
思
想
が
当
該
憲
法
に
は
大
き
く
反
映
さ
れ
て

い
る
。
当
該
憲
法
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
は
異
な
りCitoyen

と
な
る
た
め
の
要
件
を
定
め
る
二
つ
の
条
項
﹇
二
条
／
三
条
﹈
を

設
け
て
い
る
。
一
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
子
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
で
出
生
し
た
者
に
対
す
るCitoyen

の
地
位
を
承
認
す
る
条
項
で
あ
り
、

他
方
は
、
外
国
人
がCitoyen
と
し
て
承
認
さ
れ
る
要
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
）
76
（

る
。
ト
ロ
ペ
ー
ル
が
こ
の
規
定
で
注
目
す
る
点
は
、
前
者

の
要
件
に
性
別
や
年
齢
が
含
ま
れ
ず
、
後
者
の
要
件
と
し
て
帰
化
﹇naturalisation

﹈
の
要
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
）
77
（

る
。
つ
ま
り
一

七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
スCitoyen

と
は
、
女
性
や
未
成
年
、
そ
し
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
外
国
人
を
も
含
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
例
外
的
に
帰
化
が
必
要
と
な
る
の
は
、
当
該
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
が
、
た
と
え
帰
化
を
望
む
場
合

で
あ
っ
て
も
、
一
七
九
一
年
憲
法
四
条
は
「
立
法
権
限
は
外
国
人
に
帰
化
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
居
住
地
の
確
保
及
び
市
民
宣
言[serm

ent civique]

を
す
る
要
件
以
外
は
課
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
非
常

に
開
放
的
な
帰
化
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
るCitoyen

の
地
位
と
は
、
選
挙
権
の
帰
属
の
問
題
で

は
な
く
、
純
粋
に
社
会
へ
の
帰
属
﹇appurtenance á la société
﹈

―
端
的
に
言
う
な
ら
、
抽
象
的
／
観
念
的
帰
属
で
は
な
く
、
具
体
的

／
実
態
的
な
社
会
へ
の
帰
属

―
の
承
認
・
表
明
で
あ
）
78
（

る
。
つ
ま
り
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
い
て
も
、Citoyen

と
は
全
て
の
社
会
的
実

態
と
し
て
のH

om
m
e

を
指
し
、
そ
の
中
で
一
部
の
者
は
能
動
的
市
民
と
し
て
選
挙
権
が
承
認
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
）
79
（
り
、
一
七
九
一
年

憲
法
は
、
現
在
《
民
主
制
》
と
し
て
典
型
的
に
想
定
さ
れ
る
代
表
民
主
制
で
は
な
く
、
純
粋
代
表
制
﹇systèm

e purem
ent représentatif

﹈

を
統
治
制
度
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
）
80
（
る
。



現代憲法論における市民権の可能性

53

㈢　
《
一
七
九
三
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

　
　

―
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

　

一
七
九
三
年
に
革
命
裁
判
に
よ
り
ル
イ
一
六
世
が
処
刑
さ
れ
る
こ
と
で
、
左
派
共
和
主
義
派
が
政
権
を
奪
還
し
、
共
和
主
義
憲
法
で
あ

る
一
七
九
三
年
憲
法
﹇
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
﹈
が
施
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
当
該
憲
法
は
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
﹇projet G

irondin

﹈
の
反

映
が
一
定
度
み
ら
れ
る
た
め
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
を
確
認
し
た
上
で
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
思
想
に
お
け
るCitoyen

概
念
を
分
析
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
及
び
一
七
九
一
年
憲
法
はCitoyen

概
念
に
関
し
て
、
広
義
と
し
てH

om
m
e

が
社
会
的
実
態
を

0

0

0

0

0

0

付
与

0

0

さ
れ
る
こ
と
で
、
市
民
的
権
利
を
獲
得
し
た
者
と
、
狭
義
と
し
て
特
定
の
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、
政
治
的
権
利
を
行
使

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
者
と

い
う
、
二
元
的
理
解
を
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
の
規
定
はCitoyen

概
念
に
関
し
二
つ
の
相
違
を
有
し
て
い
）
81
（

た
。

第
一
に
、
よ
り
徹
底
的
な
生
地
主
義
﹇jus soli

﹈
を
貫
徹
し
て
お
り
、
血
統
要
件
は
排
除
さ
れ
、
居
住
地
要
件
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と

規
定
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、Citoyen
の
要
件
は
国
籍
で
は
な
く
、
選
挙
権
の
有
無
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
九

一
年
憲
法
がCitoyen

要
件
を
「
以
下
の
要
件
を
満
た
す
者0[ceux qui]

はCitoyen

で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
ジ
ロ
ン
ド
派

憲
法
案
は
「
以
下
の
要
件
を
満
た
す
全
て
の
男
性

0

0[tout hom
m
e]

はCitoyen

で
あ
る
」
と
規
定
す
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
九
一
年
憲

法
で
は
女
性
や
未
成
年
者
もCitoyen

と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ジ
ロ
ン
ド
派
思
想
に
お
い
て
は
成
人
男
性
の
み
が

Citoyen

で
あ
り
、
女
性
／
未
成
年
はCitoyen

で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
九
三
年
憲
法
で
は
《
能
動
的
／
消
極
的
》
と
い
う

Citoyen

の
二
元
論
を
採
用
し
て
い
な
い
た
め
、
全
て
の
選
挙
権
を
有
す
る
成
人
男
性
の
み
がCitoyen

で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た

め
、
政
治
的
権
利
に
関
す
る
理
解
に
も
隔
た
り
が
生
じ
、
従
来
政
治
的
権
利
は
《
代
表
さ
れ
る
権
利
﹇droit d

’être représenté

﹈》
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、《
代
表
者
を
指
名
す
る
権
利
﹇droit de désigner les représentants
﹈》
を
意
味
す
る
も
の
へ
と
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
は
、
男
子
普
通
選
挙
及
び
人
民
主
権
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
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当
該
政
治
的
権
利
を
有
し
な
い
女
性
や
未
成
年
は
、
い
か
な
る
地
位
を
有
す
る
者
と
し
て
解
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
徹

底
的
に
生
地
主
義
を
貫
徹
さ
せ
た
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
は
、Citoyenneté

と
区
別
さ
れ
たN

ationalité

と
い
う
地
位
を
設
け
て
い
な

い
た
め
、
大
き
な
理
論
的
困
難
性
を
生
じ
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
性
及
び
未
成
年
者
な
ど
は
、
フ
ラ
ン
スCitoyen

で
も
フ
ラ

ン
スN

ation
で
も
な
い
地
位
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ロ
ン
ド
派
思
想
の
延
長
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
一
七
九
三
年
ジ
ャ

コ
バ
ン
憲
法
も
ま
た
、
男
子
普
通
選
挙
及
び
人
民
主
権
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
ジ
ロ
ン
ド
派
思
想
と
異
な
り
、

Citoyen

に
関
す
る
理
解
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
二
元
的
理
解
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
）
82
（
る
。
つ
ま
り
、

広
義
と
し
て
市
民
社
会
に
帰
属
す
る
全
て
の
人
民
、
そ
し
て
狭
義
と
し
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
両
義
を
有
す
る
概
念
と
し
てCitoyen

が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
四
条
に
お
い
て
「
全
て
の
男
性[hom

m
e]

お
よ
び
外
国
人

は
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
フ
ラ
ン
スCitoyen

の
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0[adm
is à l

’exercice des droits de citoyen 

Française]

」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
帰
結
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
七
九
三
年
憲
法
はCitoyen

要
件
に
関
し
て
、
一
七

九
一
年
憲
法
方
式
で
採
用
さ
れ
て
い
た
《
全
て
の
者
﹇tous ceux qui

﹈》
と
い
う
用
法
は
採
用
せ
ず
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
と
同
様
に

《
男
性
﹇hom

m
e

﹈》
と
い
う
用
法
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
一
見
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
と
同
様
な
論
理
的
困
難
性
を
生
じ
さ
せ
う
る
よ

う
だ
が
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
がCitoyen

の
要
件
と
し
て
男
性
を
掲
げ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
は
、

Citoyen

の
権
利
行
使
の
要
件

0

0

0

0

0

﹇condition d

’exercice de ce droit

﹈
と
し
て
男
性
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、Citoyen

の
う
ち
、

選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

―
つ
ま
り
、《
狭
義
のCitoyen

》

―
の
は
外
国
人
も
含
め
た
男
性
で
あ
る
が
、
女
性
は

Citoyen

の
権
利
行
使

0

0

は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
市
民
社
会
の
一
員
と
し
て
の
地
位

0

0

―
つ
ま
り
、《
広
義
のCitoyen

》
の
地
位

―
は
有

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
《
地
位
》
と
《
行
使
》
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
主
権
を
規
定
す
る
前
文
二
五
条
、
及
び
人
民
﹇peuple

﹈

の
要
件
を
定
め
る
七
条
の
関
連
か
ら
も
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
二
五
条
で
は
「
主
権
は
人
民
に
帰
属
す
る
」
と
規
定
し
て

お
り
、
七
条
で
は
「
主
権
的
人
民
と
は
フ
ラ
ン
スCitoyen

の
包
括
的
存
在[universalité]

で
あ
る
」
と
述
べ
る
通
り
、
主
権
を
有
す
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る
人
民
と
は
選
挙
権
の
行
使
可
能
性
を
問
わ
な
い
フ
ラ
ン
スCitoyen

の
包
括
的
抽
象
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
で
表
明
さ
れ
る
原
則
が
、
選
挙
権
の
行
使
は
自
然
権
で
は
な
く
、
契
約
に
基
づ
く
権
利
と
し
て
い
る
こ
と
と
も
調

和
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
立
法
府
は
自
然
権
﹇droit naturelle

﹈
を
尊
重
す
る
限
り
に
お
い
て
区
別
を
付
す
こ
と
は
許
容
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
の
起
草
者
は
、
女
性
や
未
成
年
が
生
来
的
に
劣
る
も
の
と
し
て
行
使
に
関
し
て
制
限

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
課
す

0

0

0

の
で
あ
る
か
ら
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
評
さ
れ
て
い
）
83
（

る
。

㈣　
《
共
和
暦
三
年
憲
法
》
に
お
け
るCitoyen

概
念

　
　

―
ジ
ロ
ン
ド
派
思
想
を
反
映
し
たCitoyen

規
定

―

　

一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
は
、
革
命
の
激
化
及
び
、
そ
の
後
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
恐
怖
政
治
が
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
ー
に

よ
っ
て
転
覆
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
際
に
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
七
九
五
年
に
改
め
て
共
和
暦
三
年
憲
法
が
成
立

す
る
。
共
和
暦
三
年
憲
法
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
と
は
異
な
り
、Citoyen

の
要
件
を
厳
格
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
反
民
主
主
義

﹇antidem
ocratique

﹈
な
特
徴
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
国
民
に
対
す
るCitoyen

要
件
と
し
て
、
直
接
税
の
支
払
い
﹇
八
条
﹈、

共
和
国
建
国
の
た
め
の
従
軍
﹇
九
条
﹈
を
規
定
し
て
お
り
、
外
国
人
に
関
し
て
も
、
直
接
税
の
支
払
い
要
件
を
課
し
て
い
る
﹇
一
〇
条
﹈。

そ
の
た
め
、
男
子
普
通
選
挙
を
志
向
し
た
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
や
一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
と
は
異
な
り
、
制
限
選
挙
も
し
く
は

純
粋
代
表
制
を
特
徴
と
し
た
一
七
九
一
年
憲
法
を
踏
襲
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
次
の
二
点
に
お

い
て
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案

―
特
に
、
ジ
ロ
ン
ド
派
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
Ｎ
．
コ
ン
ド
ル
セ
﹇N

icolas de Condorcet

﹈
と
の

類
似
性
を
示
）
84
（
す
。
第
一
に
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
い
てCitoyen

は
、
特
定
の
要
件
を
満
た
し
た
〈
全
て
の
男
性
〉
と
規
定
す
る
た
め
、

Citoyen

に
は
女
性
及
び
未
成
年
が
排
除
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
共
和
暦
三
年
憲
法
は
、Citoyen

を
《
全
て
の
者
》
と
規
定
す
る

一
七
九
一
年
憲
法
と
は
異
な
り
、
ジ
ロ
ン
ド
派
思
想
及
び
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
思
想
の
反
映
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
第
二
に
共
和
暦
三
年
憲
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法
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
も
の
がCitoyen

で
あ
る
と
規
定
し
て
お
り
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
と
は
異
な
り
《Citoyen

の
地
位
》
と
《Citoyen

の
権
利
行
使
》
を
区
別
し
た
規
定
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
い
て
は
、Citoyen

の
《
地

位
》
と
《
行
使
》
は
区
別
さ
れ
ず
、
直
接
税
や
従
軍
な
ど
の
厳
格
な
要
件
を
満
た
し
た
者
の
み
がCitoyen

な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

類
似
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
け
るCitoyen

と
は
、
厳
格
な
要
件
を
満
た
し
た
特
定
の
男
性
の
み
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
七
九
一
年
憲
法
は
、
選
挙
権
を
有
し
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
も
受
動
的
市
民
と
し
て
の
地
位
を
承
認
し
、
一

七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
は
、
政
治
的
権
利
を
〈
行
使
〉
で
き
な
く
て
も
、Citoyen

の
〈
地
位
〉
は
承
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
ジ
ロ
ン
ド
派
憲
法
草
案
と
同
様
の
問
題
、
つ
ま
り
、
当
該
要
件
を
満
た
さ
な
い
女
性
、
未
成
年
、

貧
民
はCitoyen

と
し
て
の
地
位
は
承
認
さ
れ
ず
、
い
か
な
る
地
位
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
論
理
的
困
難
な
問
題
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
性
に
関
し
て
は
、
既
に
同
時
期
の
憲
法
草
案
委
員
で
あ
っ
たThom

as Paine

は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し

て
い
）
85
（
る
。「
国
の
大
多
数
の
人
民
か
らCitoyen

の
権
利
を
取
り
除
く
こ
と
は
、
机
上
の
論
理[en théorie et sur le papier]

と
し
て
容

易
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
排
除
す
る
こ
と
は
常
に
実
効
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
危

険
性
を
伴
う
。
さ
ら
に
、
我
々
は
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
問
い
た
い
。
も
し
一
部
の
者
の
み
がCitoyen

で
あ
る
と
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
論
理
が
有
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
人
々
は
い
か
な
る
地
位
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
こ
の
よ
う
なCitoyen

で
は
無
い

者
の
地
位
に
関
す
る
問
題
は
、
主
権
に
関
す
る
条
項
と
も
同
時
に
問
題
を
孕
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
和
暦
三
年
憲
法
二
条
は
「
フ
ラ

ン
スCitoyen

の
包
括
的
存
在
が
、
主
権
者
で
あ
る
」
と
規
定
を
し
て
い
る
が
、
当
該
条
項
に
お
け
る
〈
フ
ラ
ン
スCitoyen

の
包
括
的

存
在
〉
に
は
選
挙
権
を
有
し
な
い
女
性
や
未
成
年
者
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
女
性
お
よ
び
未
成
年
は
直
接
的
に
代
表
者
を
選
出
す
る

権
利
の
み
な
ら
ず
、
間
接
的
に
は
〈
代
表
さ
れ
る
権
利
〉
さ
え
も
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
一
七
九
一
年
憲
法
の
受
動
的
市
民
、

及
び
一
七
九
三
年
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
に
お
け
る
単
な
るCitoyen

の
地
位
保
持
者
以
下
の
地
位
に
、
女
性
及
び
未
成
年
が
陥
る
状
態
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。



現代憲法論における市民権の可能性

57

　

こ
の
点
に
関
し
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
、
第
一
一
回
国
民
公
会
議
に
お
け
る
議
論
を
も
と
に
、
当
該Citoyen

で
な
い
者
は
、「
単
な
る
フ
ラ

ン
ス
人
﹇tout sim

plem
ent français

﹈」
で
あ
り
、「
国
民
﹇N

ationaux

﹈」
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
分

析
す
）
86
（
る
。
そ
の
た
め
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
政
治
的
権
利
を
有
し
な
い
者
は
単
な
る
国
民
と
い
う
地
位
を
有
し
、
政
治
的
権
利

を
有
す
る
者
は
、Citoyen

及
び
国
民
と
い
う
地
位
の
両
方
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
七
八
九
年
権
利
宣
言
が
有
し
て
い

た
《
社
会
に
実
体
的
に
帰
属
す
るH

om
m
e

＝Citoyen

》
と
い
う
構
図
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
で
、
共
和
暦
三
年
憲
法
はCitoyen

と
い

う
地
位
を
《
選
挙
権
者
＋
国
民
》
と
い
う
構
図
に
転
換
し
、Citoyen

で
な
い
者
に
対
し
て
は
《
国
民
》
と
い
う
地
位
を
設
け
る
の
で
あ

る
。
ト
ロ
ペ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
け
るCitoyen

理
解
お
よ
び
国
民
概
念
の
発
生
を
、「
近
代
国
民
国
家
的
意

味
﹇sens m

oderne nationale
﹈
に
お
け
るCitoyen

概
念
」
の
発
端
と
し
て
捉
え
）
87
（
る
。
つ
ま
り
、
共
和
暦
三
年
憲
法
以
前
の
憲
法
典
に
お

い
て
は
、Citoyen

と
は
「
社
会
集
団
の
実
態
的
構
成
員
」
で
あ
り
、
市
民
的
権
利
を
承
認
さ
れ
た
る
こ
と
が
核
心
的
要
素
あ
っ
た
の
に

対
し
、
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
け
るCitoyen

の
権
利
と
は
純
粋
に
《
選
挙
権
》
そ
の
も
の
へ
と
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
は
、《
近
代
》
と
い
う
時
空
間
を
基
軸
に
“Citoyen-Citoynneté

”と
い
う
概
念
が
、
そ
の
展
開
を
観
測
す
る
の
に
適
当
で
は
な

い
か
と
い
う
可
能
性
を
提
起
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
分
析
で
も
示
さ
れ
た
通
り
、《
近
代
》
の
重
要

な
成
立
主
体
と
し
て
提
起
さ
れ
た
“Citoyen

”は
、
元
々
は
現
在
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
《
選
挙
権
の
有
無

0

0

0

0

0

0

》
と
い
う
形
式
的
制
度

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
現
に
存
在
す
る
《
具
体
的
社
会
に
参
与
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
個0

）
人0

》
と
い
う
状
態
を
法
的
に
承
認
す
る
と
い
う
実
体
的

判
断
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、《
近
代
的
な
る
も
の
》
と
し
て
提
起
さ
れ
る
も
の
は
単
一
の
画

定
的
《
型
》
が
確
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
改
め
て
《
近
代
》
を
再
考

―
再
帰
化

―
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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そ
も
そ
も
本
稿
で
行
っ
て
き
た
、
歴
史
の
展
開
論
、
“Citoyen-Citoynneté

”と
い
う
概
念
に
関
わ
る
現
代
的
状
況
、
そ
し
て
近
代
革

命
初
頭
か
ら
の
当
該
概
念
の
再
読
作
業
は
、
駒
村
圭
吾
が
《
人
権
》
と
い
う
憲
法
の
中
核
的
概
念
に
対
し
て
提
起
す
る
思
考
と
通
じ
る
も

の
で
あ
）
88
（
る
。
駒
村
は
普
遍
的
原
理
と
し
て
の
《
人
権
》
と
、《
憲
法
上
の
権
利
》
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者

―
理
念
と
し
て
の
人

権

―
を
実
定
法
上
の
《
憲
法
上
の
権
利
》
等
と
の
緊
張
を
喚
起
し
挑
発
し
続
け
、
我
々
にserendipity

を
喚
起
挑
発
す
る
も
の
と
し

位
置
付
け
て
い
）
89
（

る
。
そ
し
て
、《
人
権
》
が
「
素
敵
な
ぞ
な
ぞ
」
で
あ
り
続
け
る
必
要
性
を
提
起
す
る
の
で
あ
り
、
“Citoyen-

Citoyenneté

”を
ベ
ー
ス
に
冒
頭
の
時
代
の
展
開
論
で
言
及
し
た
《
再
帰
性
》
を
常
に
法
学
的
に
問
う
て
い
く
こ
と
が
永
続
的
な
ア
ポ
リ

ア
の
追
求
に
寄
与
す
る
だ
ろ
）
90
（

う
。

　

同
様
に
法
哲
学
者
池
田
弘
乃
は
、
近
代
初
頭
の
《
市
民
権
》
が
「
財
産
と
教
養
を
有
す
る
成
年
の
健
全
な
異
性
愛
シ
ス
男
性
」
に
独
占

さ
れ
て
い
た
が
そ
の
意
味
内
容
が
充
実
さ
れ
て
き
て
い
る
現
代
的
展
開
を

―
駒
村
の
用
い
る
ア
ポ
リ
ア
と
い
う
語
で
は
な
く

―

《
ク
ィ
ア
﹇Q

ueer

﹈》
と
い
う
思
考
様
式
で
分
析
を
行
っ
て
い
）
91
（

る
。
当
該
思
考
様
式
に
つ
い
て
池
田
は
、
方
法
と
し
て
の
《
ク
ィ
ア
》
と

は
《
正
常
な
も
の
》
を
常
に
疑
い
、
そ
の
正
当
化
を
思
考
す
る
も
の
と
指
摘
し
て
お
）
92
（
り
、
駒
村
の
提
起
す
る
立
憲
主
義
の
核
心
に
通
じ
る

思
考
と
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
、
今
後
は
当
該key

概
念
と
な
る
《
市
民
（
権
）》
と
い
う
も
の
が
、
法
的
に
ど
の
よ
う
に
思
考

―
変
遷
さ
れ
て
き
た
か

と
い
う
点
を
そ
の
法
的
母
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
を
ベ
ー
ス
に
し
て
確
認
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
特
に
そ
こ
で
は
、
第
三
共
和
制

期
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
を
軸
と
し
て
行
っ
て
い
く
。
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
は
、《
近
代
》
確
立
以
降
に
様
々
な
政
体
を
試
み
て
き
た
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
、 

現
在
継
続
中
の
第
五
共
和
制
を
含
め
て
も
最
も
長
い
期
間

―
七
〇
年
間

―
継
続
し
た
政
体
と
し
て
注
目

に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
普
仏
戦
争
の
敗
北
と
い
う
対
外
的
要
因
に
起
因
し
て
改
め
て
“res publica

”と
し
て
の
国
家
が
問
わ
れ

た
と
い
う
特
徴
を
有
す
）
93
（
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
《
近
代
》
が
模
索
し
よ
う
と
し
た
核
心
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
行
っ

て
い
く
予
定
で
あ
る
。
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（
1
）  

日
本
経
済
新
聞
「
政
治
」
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
四
日
付
朝
刊
四
頁
。

（
2
）  

三
谷
太
一
郎
「「
文
明
化
」・「
西
洋
化
」・「
近
代
化
」
を
め
ぐ
っ
て
：
福
沢
諭
吉
と
丸
山
眞
男

―
日
本
近
代
の
先
導
者
と
批
判
者

―
」『
日

本
学
士
院
紀
要
』
七
二
号
﹇
日
本
学
士
院
、
二
〇
一
八
年
﹈
二
一
八
頁
。

　
　
　

ま
た
政
治
史
学
者
三
谷
は
維
新
期
の
福
沢
と
第
二
次
世
界
大
戦
中
後
の
丸
山
眞
男
を
重
ね
、
両
者
の
共
通
性
を
述
べ
る
と
と
も
に
前
者
を
理
念

の
定
置
者
、
後
者
を
理
念
の
実
現
に
向
け
た
理
論
家
と
位
置
付
け
る
。

（
3
）  
本
稿
の
目
的
は
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
通
り
、「
現
代
憲
法
論
に
お
け
る
市
民
権
の
可
能
性
」
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
近
代
憲
法
や

憲
法
学
で
は
な
く
、〈
現
代
〉
そ
し
て
〈
論
〉
と
い
う
語
を
付
加
し
た
の
は
、
憲
法
学
者
林
知
更
が
提
起
す
る
憲
法
典
の
《
解
釈
》
と
《
規
定
》

と
の
乖
離
に
問
題
提
起
を
し
、
護
憲
改
憲
と
い
う
憲
法
改
の
あ
り
方
を
前
提
に
問
題
提
起
を
し
て
い
る
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
林
は

従
来
の
憲
法
学
と
、《
あ
る
べ
き
国
家
構
想
》
を
前
提
と
す
る
憲
法
言
説
を
区
別
し
た
上
で
後
者
を
憲
法
論0

と
し
、
憲
法
を
取
り
巻
く
状
況
を
楽

譜
と
演
奏
に
た
と
え
、
従
来
の
憲
法
運
用
が
楽
譜
＝
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
、
演
奏
＝
解
釈
の
次
元
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
問
題
点
を
提
起
し
て

い
る
。
そ
し
て
社
会
、
国
家
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
い
き
た
い
か
と
い
う
あ
る
べ
き
国
家
構
想
が
今
ま
で
の
憲
法
学
に
は
欠
如
し
て
き
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。：
林
和
更
『
現
代
憲
法
学
の
位
相　

国
家
論
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
立
憲
主
義
』﹇
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
﹈
四
二
七
頁
以

下
。

　
　
　

先
述
の
通
り
林
は
楽
器
演
奏
と
憲
法
運
用
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
そ
の
演
奏
の
聴
衆

―
受
け
手
、
具
体
的
に
は
社

会

―
の
視
点
を
付
加
し
う
る
こ
と
を
意
図
し
て
市
民
権
と
い
う
概
念
が
有
用
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
婚

外
子
法
定
相
続
分
の
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
も
平
成
三
年
の
合
憲
判
断
か
ら
平
成
二
四
年
の
違
憲
判
断
へ
の
判
例
変
更
が
行
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て

も
、
重
要
に
な
っ
た
の
は
（
家
族
と
い
う
共
同
体
内
に
お
け
る
）
個
人
の
尊
厳
に
関
す
る
国
民
意
識
の
変
化

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
法
規
範
の
受
け
側

―
社

会

―
の
認
識
が
大
き
な
要
因
だ
っ
た
こ
と
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
4
）  

日
本
経
済
新
聞
「
総
合
Ⅰ
」
二
〇
一
八
年
六
月
一
四
日
付
朝
刊
二
頁
。

（
5
）  

児
童
の
権
利
条
約
第
一
部
第
一
条
：
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
児
童
と
は
、
一
八
歳
未
満
の
す
べ
て
の
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
で
、
そ

の
者
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
よ
り
よ
り
早
く
成
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。

（
6
）  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
起
す
る
〈
ポ
リ
ス
的
動
物
〉
は
、
単
に
「
人
間
が
集
団
で
生
き
る
」
と
い
う
生
来
的
傾
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
従
来

理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
事
実
論
的
主
張
の
み
な
ら
ず
、「
最
善
の
ポ
リ
ス
の
あ
り
方
（
国
制
、
ポ
リ
テ
イ
ア
）」
を
追
求
す
る
規
範
的
主
張
と

し
て
理
解
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。：
金
子
善
彦
「
ポ
リ
ス
的
動
物
の
自
然
性

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
・
倫
理
学
に
み
る
人
間
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像
」『
人
文
学
報
』
四
二
九
号
﹇
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
人
文
・
社
会
系
、
二
〇
一
〇
年
﹈
二
五
―
二
七
頁
。

（
7
）  O

bergefell v. H
odges, 135 S. Ct. 2584 （2015

）.
（
8
）  O

bergefell

判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
駒
村
圭
吾
「
同
性
婚
訴
訟
と
憲
法
解
釈

―O
bergefell v. H

odges

事
件
判
決
を
め
ぐ
っ

て

―
」『
ア
メ
リ
カ
法
』﹇
日
米
法
学
会
、
二
〇
一
七
年
七
月
﹈
二
〇
九
頁
以
下
。

　
　
　

当
該
分
析
に
お
い
て
は
当
該
同
性
愛
に
関
わ
る
諸
問
題
に
適
用
さ
れ
る
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
で
問
題
と
な
る
〈
自
由
﹇a liberty

﹈〉
の

語
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は

―
日
本
国
憲
法
一
三
条
で
問
題
と
な
る

―
包
括
的
基
本
権
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る

﹇
同
上
、
駒
村
、
二
二
九
頁
﹈。

（
9
）  

日
本
経
済
新
聞
「
社
会
」
二
〇
一
五
年
二
月
一
二
日
付
朝
刊
三
〇
頁
。

（
10
）  

こ
の
よ
う
な
社
会
的
流
れ
に
対
応
す
る
形
で
わ
が
国
の
主
要
な
法
律
系
月
刊
誌
で
あ
る
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
法
」
と
い
う

特
集
﹇
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
﹈
を
組
ん
で
い
る
。

（
11
）  

日
本
経
済
新
聞
朝
刊
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
付
三
九
頁
。

（
12
）  

日
本
経
済
新
聞
「
政
治
」
二
〇
一
八
年
五
月
一
七
日
付
朝
刊
四
頁
。

（
13
）  

ル
ソ
ー
自
身
も
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
てCitoyen

と
い
う
語
を
用
い
る
際
に
、「
都
市
の
住
民
で
は
な
い
」
と
い
う
注
意
を
示
す
通
り
、

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
の
混
乱
は
生
じ
て
い
た
。

（
14
）  

“Citoyen

”と
い
う
語
の
定
訳
と
し
て
は
《
市
民
》
と
い
う
語
が
定
着
し
て
い
る
が
、
当
該
《
市
民
》
と
い
う
翻
訳
語
自
体
が
市
民
社
会
・
市

民
運
動
な
ど
、
公
権
力
と
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
意
味
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
公
権
力
を
構
成
す
る
も
の
、
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性
の
意
識
＝

公
権
力
の
自
己
性
を
一
切
排
除
し
た
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
樋
口
陽
一
も
《
市
民
》
と
い
う
語
の
日

本
で
の
用
い
方
に
は
濫
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。：
樋
口
陽
一
「Citoyen

と
「
市
民
」」『
日
仏
文
化
』
七
三
号
﹇
日
仏
会
館
、
二
〇

〇
四
年
﹈
三
〇
頁
。

（
15
）  

樋
口
陽
一
『
憲
法
』﹇
創
文
社
、
一
九
九
四
年
﹈
二
八
二
頁
。

（
16
）  

二
〇
〇
八
年
の
“Citoyenneté

”に
関
す
る
博
士
論
文
に
お
い
て
も
、
“Train Citoyen

” 

“Voiture Citoyen

” 

“Ciném
a Citoyen

”な
ど
本
来

の
用
法
か
ら
逸
脱
﹇derives

﹈／
濫
用
﹇abus

﹈
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。：Anne-Sophie M

ichon-Traversac, La 
Citoyenneté en droit public Français, L. G. D. J, 2008, pp. 7 -12.

（
17
）  Ibid., p. 123.
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（
18
）  

山
元
一
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
』﹇
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
﹈
六
頁
。

（
19
）  Anthony G

iddens, 

“The Consequences of M
odernity

”, Stanford U
niversity Press, 1990, p. 1.
（
20
）  Ibid., p. 2.

（
21
）  
当
該
《
近
代
の
徹
底
化
》
は
冷
戦
構
造
崩
壊
後
の
九
〇
年
代
か
ら
様
々
な
論
壇
で
注
目
さ
れ
て
い
る
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
化
〉
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、《
近
代
の
徹
底
化
》
が
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
化
〉
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、〈
グ
ロ
ー
バ
ル
化
〉
自
体
が
《
近
代
の
徹
底

化
（
＝
再
帰
的
近
代
化
）》
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。：
高
橋
秀
寿
「
再
帰
的
近
代
化
」『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
読
み
解
く
88
の

キ
ー
ワ
ー
ド
』
西
川
長
夫
（
編
）﹇
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
﹈
一
三
五
―
一
三
七
頁
。

（
22
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, p. 49.

（
23
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, p. 36 -45.

（
24
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, pp. 45 -46.

（
25
）  G

iddens, supra note ﹇19
﹈, pp. 47 -48.

（
26
）  G

iddens, supra note ﹇19
﹈, p. 21.

（
27
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, p. 80.

（
28
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, pp. 137 -144.

（
29
）  G

iddens, supra note ﹇19

﹈, pp. 151 -154.

（
30
）  

こ
の
よ
う
に
歴
史
を
断
絶
的
で
は
な
く
、
連
続
的
／
通
時
的
に
捉
え
る
歴
史
認
識
は
、《
七
月
革
命
説
》
を
唱
え
た
宮
沢
俊
義
と
は
対
照
的
に
、

歴
史
の
通
時
性
を
基
調
と
し
た
規
範
論
と
し
て
の
主
権
論
を
提
起
す
る
尾
高
朝
雄
の
《
ノ
モ
ス
主
権
論
》
と
通
じ
る
。
ま
た
こ
の
歴
史
認
識
を
基

調
に
、
本
稿
で
は
歴
史
の
断
絶
性
を
連
想
さ
せ
る
近
代
の
《
転
回
》
で
は
な
く
、「
近
代
の
《
展
開
》」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
上
田
将
由

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
脱
国
民
（
国
家
）
市
民
権
の
可
能
性

―
《
国
籍
＝
市
民
権
》
構
図
再
考

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
一
一
五

号
﹇
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
、
二
〇
一
七
年
﹈。

（
31
）  

辻
村
み
よ
子
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
』﹇
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
五
年
﹈
二
一
頁
。

（
32
）  

糠
塚
康
江
『
パ
リ
テ
の
論
理

―
男
女
共
同
参
画
の
技
法

―
』﹇
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
﹈
二
二
―
二
三
頁
。

（
33
）  

そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
初
は
男
性
で
あ
っ
て
も
選
挙
権
選
挙
人
資
格
納
税
額
に
よ
っ
て
限
定
を
受
け
る
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
男

性
制
限
選
挙
か
ら
男
性
普
通
選
挙
へ
の
展
開
が
み
ら
れ
た
の
が
一
八
四
八
年
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
当
該
男
性
普
通
選
挙
は
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《
民
衆
の
技
法
》
と
い
う
よ
り
《
社
会
一
体
性

0

0

0

0

0

の
性
別
式
》
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。：
前
掲
右
・
糠
塚
康
江
・
二
九
頁
。

（
34
）  

前
掲
注
（
32
）・
糠
塚
康
江
・
二
七
―
二
八
頁
。

（
35
）  

前
掲
注
（
32
）・
糠
塚
康
江
・
五
四
―
五
六
頁
。

（
36
）  
前
掲
注
（
32
）・
糠
塚
康
江
・
四
五
―
四
八
頁
。

（
37
）  
こ
こ
で
糠
塚
はLe Courège de France

教
授
で
あ
る 

フ
ラ
ン
ス
人
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
バ
ロ
ン
﹇Pierre Rosanvalon

﹈
を
参

照
し
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
型

―
フ
ラ
ン
ス
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
手
法
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
優
劣
に
関
し
て
は
留
保
。：
同
右
・
糠
塚

康
江
・
四
五
―
四
八
頁
。

　
　
　

他
方
法
哲
学
者
井
上
達
夫
も
ま
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯
と
し
て
『
寛
容
』『
啓
蒙
』
と
い
う
思
考
形
式
に
基
づ
く
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
井
上
は
両
者
と
も
に
ネ
ガ
と
ポ
ジ
が
あ
る
と
い
い
、
前
者
に
は
《
共
存
》
と
い
う
ポ
ジ
が
あ
る
の
に
対
し
、《
限
界
問
題
》
と
い

う
決
定
的
な
疑
問
が
残
る
と
す
る
の
に
対
し
、
前
者
は
理
性
の
《
独
断
化
》
と
い
う
弊
害
（
ネ
ガ
）
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
カ
ー
ル
・
ポ

パ
ー
﹇Karl Popper

﹈
の
反
証
可
能
性
﹇falsfiability

﹈
の
可
能
性
を
探
る
と
と
も
に
批
判
的
合
理
主
義
に
よ
り
『
啓
蒙
』
の
可
能
性
を
示
し
て

い
る
。：
井
上
達
夫
『
リ
ベ
ラ
ル
の
こ
と
は
嫌
い
で
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
嫌
い
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
』﹇
毎
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
五
年
﹈

一
一
―
二
〇
、
七
九
―
八
四
頁
。

（
38
）  

前
掲
注
（
31
）・
辻
村
み
よ
子
・ 

四
六
頁
。

（
39
）  D

écision n
o 82 -146 D

C du 18 novem
bre 1982.

　
　
　

当
該
判
決
は
、
政
治
領
域
へ
の
女
性
の
進
出
率
を
高
め
る
た
め
に
地
方
選
挙
の
ク
ォ
ー
タ
制
導
入
を
違
憲
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
40
）  

憲
法
院
判
決
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
付
託
者
が
問
題
と
し
た
点
は
、Citoyenneté

へ
の
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
入
で
は
な
く
、
当
該
法
典

Ｌ
二
六
二
条
の
二
回
投
票
方
式
を
定
め
て
い
た
点
で
あ
っ
た
。：
糠
塚
康
江
「
性
別
ク
オ
ー
タ
制
判
決
」『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
Ⅱ
』﹇
信
山
社
、

二
〇
一
三
年
﹈
一
一
九
頁
。

（
41
）  

第
五
共
和
制
憲
法
三
条；

　
　
　

①
国
民
の
主
権
は
、
人
民
に
属
す
る
。
人
民
は
、
そ
の
代
表
者
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
方
法
に
よ
っ
て
主
権
を
行
使
す
る
。

　
　
　

②
人
民
の
い
か
な
る
部
分
も
、
い
か
な
る
個
人
も
、
主
権
の
行
使
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　

③ 

選
挙
は
、
憲
法
に
定
め
る
要
件
に
従
っ
て
、
直
接
ま
た
は
間
接
選
挙
で
行
わ
れ
る
。
選
挙
は
常
に
、
普
通
・
平
等
そ
し
て
秘
密
選
挙
と
す
る
。

　
　
　

④ 

民
事
的
・
政
治
的
権
利
を
享
有
す
る
成
年
男
女
の
子
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
全
て
法
律
の
定
め
る
要
件
に
従
っ
て
、
選
挙
人
で
あ
る
。
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（
42
）  

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
六
条
：「
法
律
の
下
に
平
等
で
あ
る
全
て
の
市
民
は
、
そ
の
徳
と
才
能
以
外
の
差
別
な
し
に
能
力
に
応
じ
て
、
全
て
の

公
務
お
よ
び
公
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
平
等
に
認
め
ら
れ
る
」。

（
43
）  A. Esem

ein, Elem
ents de droit constitutionnel français et com

paré, 5
e édition, 1909, pp. 252 -253.

：
エ
ス
マ
ン
は
、
選
挙
を
「
政

治
的
選
挙
」
と
「
同
業
組
合
的
選
挙
」
を
区
別
し
、
前
者
を
「
市
民
」
と
い
う
地
位
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
る
主
権
行
使
で
あ
る
と
し
た
。

（
44
）  D

écision n
o 82 -146 D

C du 18 novem
bre 1982. cons. 7.

（
45
）  D

écision n
o 71 -44 D

C du 16 juillet 1971.

（
46
）  M

ichon-Traversac, supra note ﹇16

﹈, pp. 22 -25.

（
47
）  M

ichon-Traversac, supra note ﹇16

﹈, pp. 12 -18.

（
48
）  D

écision n
o 82 -146 D

C du 18 novem
bre 1982.

（
49
）  D

écision n
o 92 -308 D

C du 9 avril 1992.

（
50
）  D

écision n
o 99 -410 D

C du 15 m
ars 1999.

（
51
）  D

om
inique Schnapper, 

“Qu
’est-ce que la Citoyenneté, avec la collaboration de Christian Bachelier

”, G
allim

ard, 2000, p. 246.

　
　
　

た
だ
しSchnapper

は
、
統
合
原
理
と
し
て
のN

ation

が
論
理
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
他
の
統
合
原
理

―
ハ
ー

バ
マ
ス
の
「
憲
法
愛
国
主
義
」
や
ア
メ
リ
カ
型
「
共
同
体
主
義
」
な
ど

―
の
「
過
度
な
抽
象
性
」
及
び
「
制
度
体
と
し
て
の
脆
弱
性
」
を
批
判

す
る
こ
と
で
、
統
合
原
理
と
し
て
のN

ation
の
有
用
性
を
指
摘
す
る
。

（
52
）  A. S. M

ichon-Traversac, supra note ﹇16
﹈, pp. 142 -154.

（
53
）  D

anièle Lochak, 

“Com
m
ent définir la Citoyenneté, dans Étranger et Citoyen: Les im

m
igrés et la dém

ocratie locale, sous la 
direction de Bernard D

elem
otte, Jacques Chevallier

”, L

’Harm
attan, 1996, pp. 13 -14.

（
54
）  Ibid., p. 18.

（
55
）  D
anièle Lochak, 

“La Citoyenneté: concept juridique flou, dans Citoyenneté et nationalité Perspectives en France et au 
Q
uébec, sous la direction de D

om
inique Colas, Claude Em

eri, Jacques Zylberberg,

” PU
F, 1991, pp. 194 et suivi.

（
56
）  A. S. M

ichon-Traversac, supra note ﹇16

﹈, pp. 162 -163.

（
57
）  D

écision n
o 82 -146 D

C du 18 novem
bre 1982, cons7.

（
58
）  D

écision n
o 98 -407 D

C du 14 janvier 1999, cons11 -12.
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（
59
）  

フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
二
四
条
四
段
：「
元
老
院
は
、
間
接
選
挙
で
選
出
さ
れ
、
園
議
員
の
定
数
は
三
四
八
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
元

老
院
は
、
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
の
代
表
を
確
保
す
る
」
ま
た
、
実
際
に
元
老
院
選
出
に
お
け
る
選
挙
人
団
の
九
五
％
が
市
町
村
会
代
表
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
と
国
政
レ
ベ
ル
と
の
密
接
な
関
係
性
が
窺
え
る
。：
建
石
真
公
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
町

村
会
選
挙
と
国
民
主
権
」『
法
政
論
集
』
一
五
六
号
﹇
一
九
九
四
年
﹈
一
五
六
頁
以
下
。

（
60
）  D

anièle Lochak, supra note ﹇53

﹈, p. 189.

（
61
）  
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
「
公
民
権
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
議
会
の
専
属
的
権
限
と
し
て
法
律
事
項
を
定
め
る
第
三
四
条
一
段
落
の
み
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。：
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
三
四
条
一
段
：「
法
律
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
規
律
を
定
め
る
：
公
的
自
由
を
行
使
す
る
た
め

に
市
民
に
対
し
て
付
与
さ
れ
た
基
本
的
保
障
及
び
公
民
権
に
関
す
る
事
項
」。

（
62
）  D

anièle Lochak, supra note ﹇53

﹈, p. 191.

（
63
）  D

anièle Lochak, supra note ﹇53

﹈, p. 192.

（
64
）  

勝
亦
啓
文
「
フ
ラ
ン
ス
に
見
る
労
働
機
能
と
従
業
員
代
表
機
能
の
調
節
」『
季
刊
労
働
法
』
二
一
六
号
﹇
二
〇
〇
七
年
﹈
八
一
頁
以
下
。

（
65
）  

フ
ラ
ン
ス
労
働
法
Ｌ
．
四
二
三
―
一
六
条
。

（
66
）  

当
該
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
従
業
員
代
表
選
出
を
巡
る
問
題
に
関
し
て
は
、Jean-François Lachaum

e, L

’accès des travailleurs algériens 
aux fonctions de représentants élus du personnel ou de délégués syndicaux dans les enterprises françaises, dans D

roit social, n7, 
juillet 1972, p. 300 et suivi, 

を
参
照
。

（
67
）  

従
業
員
代
表
の
選
挙
権
に
関
し
て
は
、
既
に
一
九
四
六
年
五
月
一
六
日
法
律
七
条
お
よ
び
一
九
四
六
年
六
月
五
日
デ
ク
レ
一
〇
条
に
よ
っ
て
、

外
国
人

―
前
者
は
五
年
以
上
フ
ラ
ン
ス
で
働
く
外
国
人
、
後
者
は
特
別
在
留
外
国
人

―
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て
は

被
選
挙
権
が
争
点
の
中
心
と
な
っ
た
。

（
68
）  Jean-François Lachaum

e, supra note ﹇66

﹈, p. 300.

（
69
）  D
anièle Lochak, supra note ﹇53

﹈, p. 192.

（
70
）  Arretes de la cour de cassation （cham

bre sociale

） du 18 m
ai 1971.

（
71
）  Ibid., 3

） Elections- com
ite d

’enterprise -Eligibilite- conditions - nationalité algerienne.

（
72
）  

フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
樋
口
陽
一
も
ま
た
、
当
該
革
命
期
の
憲
法
構
造
の
不
確
定
性

―
論
争
性
は
認
め
て
お
り
、
改
め
て
そ

の
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
所
謂
《
近
代
的
な
る
も
の
》
の
再
考

―
不
確
定
性
を
示
す
こ
と

―
を
こ
こ
で
は
意
図
す
る
。：
樋
口
陽
一
『
近
代
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国
民
国
家
の
憲
法
構
造
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
﹈
四
〇
―
四
一
頁
。

（
73
）  M

ichel Troper, La notion de citoyen sous la Révolution française, dans Etudes en l

’honneur de G
eorges D

upuis : D
roit public, 

1997, L. G. D. J, p. 301 et suivi.
（
74
）  Ibid., p. 303.

（
75
）  
そ
の
た
め
人
権
宣
言
の
用
語
と
し
て
は
、H

om
m
e

が
社
会
的
実
体
と
し
てCitoyen

と
な
る
よ
う
に
、droit naturel

は
社
会
に
お
い
て
行

使
さ
れ
る
と
き
にdroit civil

へ
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。：M
ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 304.

（
76
）  

一
七
九
一
年
憲
法
三
条
は
、
国
外
で
生
ま
れ
た
外
国
人
の
子
供
に
対
し
、
五
年
以
上
の
継
続
的
居
住
及
び
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

こ
と
で
フ
ラ
ン
スCitoyen

と
し
て
承
認
し
て
い
た
。
①
不
動
産
の
所
有
、
②
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
の
婚
姻
、
③
農
業
事
業
の
設
立
、
④
商
業
事

業
の
設
立
。

（
77
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 307.

（
78
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 308.

（
79
）  

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
受
動
的
市
民
は
、
一
切
の
選
挙
権
が
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
受
動
的
市
民
に
は
、
市
町
村
執
行
官

﹇officiers m
unicipaux

﹈
に
関
す
る
選
挙
権
は
有
し
て
い
た
の
だ
が
、
当
時
の
市
町
村
選
挙
は
行
政
的
選
挙
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、

正
確
に
は
政
治
的
権
利
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
80
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 308.

　
　
　

こ
れ
は
「
古
典
的
代
表
制
」「
純
粋
代
表
制
（régim

e représentatif pur

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
代
表
者
は
一
切
の
拘

束
を
選
挙
人
か
ら
受
け
な
い
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
民
主
制
論
で
あ
る
。：
杉
原
泰
雄
『
国
民
主
権
と
国
民
代
表
制
』﹇
有
斐
閣
、
一
九
八
三

年
﹈
三
〇
三
頁
。

（
81
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 309.

（
82
）  M
ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 311.

（
83
）  M
ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 313.

（
84
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 314.

（
85
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 315.

（
86
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 321.
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（
87
）  M

ichel Troper, supra note ﹇73

﹈, p. 320.

（
88
）  

駒
村
圭
吾
「
人
権
は
何
で
な
い
か

―
人
権
の
境
界
画
定
と
領
土
保
全
」『
人
権
論
の
再
構
築
5
』
井
上
達
夫
（
編
）﹇
法
律
文
化
社
、
二
〇
一

〇
年
﹈
二
―
二
六
頁
。

（
89
）  
同
右
・
駒
村
圭
吾
・
二
五
頁
。

（
90
）  
こ
のaporia

の
解
消
で
は
な
く
、
そ
の
継
続
そ
し
て
公
共
隊
の
躍
進
力
に
昇
華
さ
せ
る
も
の
こ
と
こ
そ
が
《
近
代
》
の
企
み
だ
と
提
起
し
て

い
る
。：
前
掲
注
（
88
）・
駒
村
圭
吾
・
二
四
頁
。

（
91
）  

池
田
弘
乃
「
一
人
前
の
市
民
と
は
誰
か
？

―
ク
ィ
ア
に
考
え
る
た
め
に
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
六
二
号
﹇
二
〇
一
七
年
、
日
本
評
論
社
﹈
六

四
―
六
七
頁
。

（
92
）  

池
田
弘
乃
「chapter

11

ク
ィ
ア

―
ク
ィ
ア
な
視
点
は
法
学
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
？
」『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
法　

身
体
・
社
会
・
言

説
と
の
交
錯
』﹇
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
七
年
﹈
一
四
九
頁
。

（
93
）  Rogers Brubaker, 

“Citizenship and nationhood in France and G
erm
any

”, H
arvard U

niversity Press, 1992, p. 101.

上
田
　
将
由
（
う
え
だ　

ま
さ
よ
し
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法
、
社
会
学
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
）


